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県内１３市の市政の推進につきましては、かねてより 

格別のご高配とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。 

住民や地域により近い私たち基礎自治体には、地方財政

が大変厳しい状況にある中で、人口減少・超高齢化という

大きな課題をはじめ、環境問題、雇用問題、地域経済の活

性化などの住民に身近な諸課題を抱え、長崎県と連携、協

力しつつ安全・安心かつ個性豊かで活力あるまちづくりを

進めることが強く求められています。 

つきましては、厳しい行財政の状況下ではございますが、

住民に身近な行政を担う基礎自治体の事情を十分にご賢察

いただき、次の事項について特段のご配慮を賜りますよう

お願い申し上げます。 
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（第１）都市財政の拡充強化に関する提言について 

 

都市財政を拡充強化し、都市自治体が責任をもって自立した行財政運営を進める

ため、次の事項について特段の措置を講じるよう、引き続き国へ強く働きかけると

ともに、積極的な措置を講じるよう強く要請する。 

 

１.都市財政の充実強化について 

（１）地方税財源の充実強化について 

① 都市自治体が地域の実情に沿ったきめ細やかな行政サービスを持続的に行う

とともに、人口減少を踏まえた地方創生に積極的に取り組むため、地方が担う

事務と責任に見合う一般財源を充実確保する観点から、偏在性の少ない地方税

体系を構築すること。 

② 税源の偏在が小さく安定性を備えた地方税体系を構築するため、地方消費税

の充実・強化を確実に実行すること。 

また、地方法人課税の偏在是正については、地方法人税の創設及び法人住民

税法人税割の税率引き下げによる効果の十分な検証を行うこと。 

さらに、地方税制の改正に際しては、地方自治体の意見を聞くとともに、減

収分については、代替財源を確保するなど、地方自治体の歳入に影響を与えな

いようにすること。 

  なお、平成２７年度税制改正において、ふるさと納税ワンストップ特例が創

設され、寄附者の申告手続きの簡素化が図られているが、この措置において、

国税からの控除分を地方自治体が負担する仕組みとなっていることから、速や

かに改め、国において補填すること。 

③ ゴルフ場利用税については、その税収の７割が交付金としてゴルフ場所在市

町村に交付されており、関係市町村にとっては貴重な財源となっていることか

ら、厳しい地方自治体の財政状況を踏まえ、その現行制度を堅持すること 

④ 固定資産税は、市町村税収の大宗を占める重要な基幹税目であり、市町村の

行政サービスを支えるうえで不可欠なものとなっていることから、現行制度を

堅持し、引き続きその安定的確保を図ること。 

また、償却資産に対する平成 28 年度及び平成 30 年度税制改正において創設

された固定資産税の時限的な特例措置については、減収分について確実な財源措

置を講じるとともに、今後新たな特例措置を設けないこと。          

（資料 1-1 参照） 
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（２）一般財源の総額確保等について 

① 国から地方への税源移譲に伴う税源偏在による地方自治体間の財政力格差是

正と一定の行政水準を確保するために、地方交付税の持つ財源調整と財源保障

の両機能を強化すること。 

また、地方交付税総額の算出基礎となる令和元年度の地方財政計画について、

幼児教育の無償化に係る経費や防災・減災・国土強靭化のための緊急自然災害防

止対策事業費が確保されている。た引き続き、地方創生への積極的な取組をはじ

め、医療・介護等の社会保障、施設の老朽化や防災・減災対策を含めた社会資

本整備、地域の人口動態や行政区域の拡大等に伴う新たな対応など、都市自治

体の行政運営に必要な財政需要については、単独事業を含め的確に地方財政計

画に反映させ、地方税収や経済動向を踏まえた上で、必要な一般財源総額の安

定的確保を図ること。 

特に、全国市長会において、「ネクストステージに向けた都市自治体の税財政

のあり方に関する研究会」から、都市自治体の基幹税の充実を通じて、国民健

康保険や介護保険、障がい福祉などの対人社会サービスや、人づくり・教育に

関する分野の財源を確保するよう提言がなされていることから、所要の一般財

源について確保を図ること。 

② 地方交付税の財源不足額への対応として発行している臨時財政対策債は、令

和元年度の地方財政計画においては約３．３兆円となっており、地方への負担転

嫁や負担の後年度への先送りにつながっていることとなる。 

恒常的に生じている財源不足額への対応については、国の責務として確実に

財源保障をすべきであり、臨時財政対策債によることなく地方交付税の法定率

の引上げなどにより所要額を確保すること。 

③ 地方交付税の算定にあたっては、多くの離島や半島を抱えるという本県の特

殊性を十分考慮したものとするとともに、トップランナー方式による基準財政

需要額の算定方法の見直しについては、各団体の状況を十分に踏まえたものと

すること。 

また、平成２８年度の算定から平成２７年の国勢調査人口が地方交付税に反

映されることとなり、人口減少団体の交付税が急激に減少しないよう人口急減

補正を拡充されているが、引き続き必要な補正を行うこと。 
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（３）国庫補助負担金の見直し等について  

① 国の財政再建のための補助負担率の引き下げや、適正な額の税源移譲を伴わ

ない国庫補助負担金の廃止・縮減は行わないこと。また、全国的に増加する社

会資本の整備需要に対し、国の予算確保が十分にされていない状況が続いている

が、地方では地方創生を推進するために都市基盤整備を進めており、今後とも

財源が必要であることから、道路・公園・漁港、市街地再開発などの基盤整備

を着実に実施するため、事業計画に計上されている所要の財源を確保すること。 

② 国庫補助負担金の見直しや新制度の創設にあたっては、「国と地方の協議の

場」を活用するなどして、地方の意見を十分反映させること。 

③ 東日本大震災・熊本地震被災地の復旧、復興事業については、財政措置を含め

十分な対策を講じるとともに、被災地以外の各自治体に対する国庫補助負担金の

配分についても、必要な公共事業の執行に支障が生じないよう留意すること。 

④ 障害福祉のうち地域生活支援事業などについては、超過負担が生じているこ

とから、地方自治体の財政運営に支障をきたしており、これらの国庫補助負担

金の超過負担をすみやかに解消すること。 

⑤ 国の政策に基づく新たな財政需要については、必要なものは普通交付税の措

置ではなく、明確に国庫補助負担金により措置すること。 

 

（４）県単独補助金等の見直しについて 

長崎県は、中期財政見通しを踏まえたさらなる収支改善対策の中で県単独補

助金等の見直しを進めている。 

一方、県内市町においては、厳しい財政状況の中、人口減少対策をはじめと

した地方創生の取り組みを進めているところであり、長崎県の財政健全化を目

的として、一方的に補助金が削減されれば、住民生活に大きく影響し、その負

担が市町に転嫁されることにもなりかねない。 

このようなことから、地域経済や住民生活に影響のある補助金の削減などは

行わないこと。 

補助金の見直しについては、市町の予算編成に支障をきたさないよう、関係

団体や市町に対して十分に協議・情報提供を行うこと。 
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２.条件不利地域における超高速ブロードバンド整備の実現について 

スマートフォン等の普及により、無線による高速通信サービスも提供され始め

ており、今後、新たな無線技術を用いたより高速なサービスの提供も見込まれる。

すべての世帯で超高速ブロードバンドが利用可能となるよう、条件不利地域にお

ける超高速ブロードバンド整備について、有線・無線を問わず民間通信業者による

基盤整備を促進する財政及び技術的な支援措置並びに整備後の維持管理に対する

支援措置の拡充を図ること。 

 

３.浄化槽設置整備事業における財政支援制度の拡充について 

  浄化槽設置整備事業が生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するという大

きな目的を担っていることに鑑み、住民の要望に応えていくために、補助制度の維

持・拡充を国に強く働きかけること。 

また、浄化槽維持管理費に対する財政措置の制度を創設するよう国に働きかける

とともに、県補助金に対する補正係数の減額措置について復元を行うこと。 

（資料 1-2 参照） 

 

４.公共下水道への財政措置の拡大について 

（１）公共下水道事業への財源確保について 

   下水道事業を計画的、継続的に遂行するためには、多額の財源が必   

要であることから、財政的な支援を図るように要望すると共に、特に、

施設の耐震化や老朽化に伴う改築・更新事業に対する「防災・安全交

付金」の予算額確保について強く要望する。 

 

（２）下水道施設への接続率向上について  

下水処理施設等の整備が年々進められ下水道事業の普及が進んでいる中、施

設の適正な維持管理を図る上で利用者の接続率の向上は重要な課題である。 

国の社会資本整備総合交付金の効果促進事業では、加入促進事業等への充当

が可能とされているが、普及率が低い自治体においては施設整備を優先する必

要があり、また普及が進んだ自治体においても、施設の耐震化や改築・更新が

必要となるため、加入促進に対する財源を確保することが困難であることから、

接続率の向上を図るための財政支援措置の拡充を講じるよう、国に働きかける

こと。 

（資料 1-3 参照） 
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（３）下水道事業に係る現行の国庫補助制度の堅持について 

財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会において、下水道事業に係る現行

の国庫補助制度について、水道事業の補助制度等を参考に見直しの議論がなさ

れ 、平成 29 年 12 月 22 日、国土交通省から下水道事業に係る社会資本整備総合

交付金等の予算配分の考え方として、「アクションプランに基づく下水道未普及対

策事業」、「下水道事業計画に基づく雨水対策事業」等の重点化の方針が示された。 

下水道は、公共用水域の水質保全や浸水の防除を受けもつ、極めて公共性の高

い社会資本であり、その国庫補助金は、地方財政法上、国が義務的に支出する負

担金として整理されており、下水道法においても明確に施設の設置そして改築に

対して、国が地方公共団体に補助できるとされている。 

また、平成５年度には公共事業に係る補助率等が閣議了解で恒久化されており、

下水道事業を実施する地方公共団体は、恒久化された補助率の下での国庫補助制

度を前提とし、下水道の管理運営を行っている。 

こうした下水道の特性を鑑み、下水道事業を継続的かつ計画的に遂行するため

に、現行の国庫補助制度を堅持すること。 

 

５.廃棄物処理対策の強化について 

（１）廃棄物処理施設等について 

① 市町村合併等に伴う一般廃棄物処理施設の集約化にかかる旧施設の解体撤去

工事費については、ダイオキシン類による環境汚染の防止等に多額の費用を要し

ていることから、新たな廃棄物処理施設整備を伴わない解体工事の場合も循環型

社会形成推進交付金の対象とするよう、引き続き国へ働きかけること。また、施

設の解体については、県単独補助として実施すること。あわせて、し尿処理施設

の解体撤去工事においても、同様の財政措置を講じること。 

② 一般廃棄物処理施設の整備に係る循環型社会形成推進交付金については、交付

金の不足が生じると厳しい財政に多大な影響を与え、施設整備の遅滞等により適

正な廃棄物処理が行えない事態に陥ることさえ懸念されることから、地方公共団

体の健全な財政運営及び適正な廃棄物処理事業の執行のため、予算確保及び制度

の安定化について、国へ働きかけること。 

 

（２）容器包装リサイクル法について 

① 容器包装廃棄物発生抑制の一環として、使い捨て容器の製造・販売を規制する法

令整備及び再利用可能な容器、いわゆるリターナブル容器の使用・回収が確実に行

われるデポジット制度については、全国一律の制度として、課題となっている回収

率や回収コスト等の解決を図り、法制化を早期に実施するよう国に求めること。 
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② リサイクル推進のための施設の増設・改造について、国の支援制度はあるが、

必要な予算を確保するよう国に求めること。 

 

（３）家電リサイクル法について 

① 特定家庭用機器再商品化法の対象となる家電製品の販売価格について、あらか

じめ回収やリサイクルにかかる費用を含める前払い制度を導入すること。その制

度が確立されるまでの間、収集運搬費用については、離島地区の負担増等に対し

て恒久的な助成制度の構築を図るよう国に求めること。 

② 家電リサイクル法については、いわゆる家電４品目だけでなく、電子レンジ等

の大型・重量家電品について対象品目とするなど制度の改善を図るよう国に求め

ること。 

③ 指定引取場所については、家電リサイクル制度を支える仕組みとして、家電４

品目の能率的かつ円滑な引渡しが確保されるよう、離島地区を含め、すべての市

に設置するなど適正な配置を行うよう国に求めること。 

④ 家電の不法投棄については、国・事業者の責任により啓発を行うなど防止対策

の徹底を図るとともに、地方自治体が積極的にその対策に取り組めるよう、製造

業者等の費用負担を含めた制度を構築するよう国に求めること。 

 

（４）小型家電リサイクル法について 

   小型家電リサイクル制度に伴って自治体に新たな財政負担が生じる場合は、国

において財政支援措置を講じるよう国に求めること。 

 

（５）廃スプリングマットレスのリサイクル・適正処理について 

廃スプリングマットレスについては、販売される際に、リサイクル等の処理

経費を製品価格に上乗せするなどにより、メーカー・販売店等の責任で回収す

る仕組みの構築を国に求めること。 

また、回収後の再使用や再生利用しやすい製品構造の設計等によるリサイク

ルや適正処理の仕組みを整備するよう国に求めること。 
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６.海岸漂着物対策の財政支援措置について 

（１）財政支援の継続について 

海岸漂着物処理推進法第２９条に規定する「離島地域の処理経費に対する特

別の配慮を行う」に基づき、海岸漂着物処理については、補助率１０分の１０

の全額国費により賄われていたが、平成２７年度から実施されている「海岸漂着

物等地域対策推進事業」では、漂流ごみ・海底ごみの回収処理について、新た

に補助対象に加えられたものの、その補助率が引き下げられた。 

よって、「海岸漂着物等地域対策推進事業」についても、従前の補助率１０分

の１０に戻し、全額国費による対応とすること。 

 （資料 1-4 参照） 

 

（２）支援措置の拡充について 

海岸漂着物の効率的な処理を行うため、必要な処理施設の整備に対する支援措

置の拡充を図るとともに、技術開発に関する支援措置を講じることを国に働きか

けること。 

 

７.治水事業に対する財政措置等について 

（１）河川の定期的な除草及び浚渫について 

国及び県が管理する河川については、河川内に土砂などが堆積し、草木が繁茂

している現状があることから、通水阻害に対する住民の不安意識は高く、近年頻

発している集中豪雨による河川氾濫や浸水被害が懸念されている。ついては、治

水事業の一環として県管理河川の定期的な除草や浚渫を要請する。 

 

（２）治水事業に係る財政支援について 

近年の頻発する集中豪雨による、河川氾濫や浸水被害が懸念されている中、自

治体においては、浚渫を国の補助事業や起債事業とする制度がないため、一般財

源のみで実施していることから、すべてに対応することが困難な状況である。よ

って、県においては、河川浚渫事業に対する財政措置を講じるとともに、防災の

観点からの治水事業全般に係る財政措置の拡充について国へ働きかけるよう要

請する。 

（資料 1-5 参照） 
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８. 地方バス路線維持対策について 

（１）補助要件の緩和について 

平成２３年度からの国の改正補助制度では、大幅な補助要件の緩和がなされて

いることから、現在の県単独補助制度についても、県内の乗り合いバスの状況を

踏まえつつ、キロ程１０ｋｍ以上、収益率２０分の１１の廃止等の補助要件の緩

和に加え、年々厳しくなっている輸送量についての緩和も行うなど、必要に応じ

て制度の見直しを図り、より実効性のある制度となるよう対応すること。 

また、収益率や輸送量が補助要件を下回った場合においては、国庫補助金の交

付に準じ激変緩和を考慮して、実績に応じた段階的な補助を行うこと。 

 

（２）生活交通路線の維持・確保について 

   同一行政区域を運行する生活交通路線の維持・確保について、市が維持すべき

と判断した路線の維持費用について助成すること。 

 

（３）路線撤退後の輸送手段の確保について 

路線撤退後の輸送手段の確保にあたり、路線の再編やコミュニティバスをはじ

めスクールバス、福祉バスとの統合など、市の工夫のもとに路線の維持が図られ

ている場合は、集落の点在や交通弱者など地域の課題や運行の実態に即し、その

維持費用について助成すること。 

 

（４）県営バス路線廃止の申し入れについて 

   県営バス路線廃止の申し入れに対しては、地域住民の生活交通路線の維持・確

保を前提とすること。 

 

（５）路線の維持費用の助成について 

県民にとって必要不可欠な交通サービスを維持するため、主要施設等を経由す

る路線の維持・確保を図り、路線の維持費用について助成すること。 

 

（６）地域内フィーダー系統路線への支援について 

地域内フィーダー系統路線に対して運行費補助等の支援制度を設けること。 

（資料 1-6 参照） 

（７）バス料金の低廉化について 

バスの利用拡大及びバス事業者の経営改善のため、路線バスの運賃についても、

国境離島新法の航路運賃の低廉化と同様にＪＲ並み運賃となるように支援できる

制度を構築するよう国に要望すること。 
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９. 自然災害等対策事業に対する財源確保について 

（１）急傾斜地崩壊対策事業について 

災害防止のため急傾斜地崩壊防止工事の実施、さらには、土砂災害防止法に基

づく災害警戒区域等の指定と警戒避難体制づくりといったソフト面での対策も

進めているが、危険箇所数が多いため、いまだ十分とはいえない状況にある。 

国においては、社会資本整備重点計画に基づき重点的かつ効果的に事業を進め

ることとされているが、近年の「局地化・集中化・激甚化」した気象状況に鑑み、

急傾斜地崩壊対策事業の推進を図り、がけ崩れの災害から国民の生命・財産を守

るために、県においては、必要な財源措置について国へ働きかけ、事業量及び財

源の確保を図るとともに、県下市町の逼迫した財政状況に配慮し、市町の地元負

担率を低減すること。また、市事業の進捗に影響ないよう、要望どおりの事業費

を確保すること。 

また、緊急自然災害防止対策事業債において、砂防関係施設については都道

府県の施工分のみが対象となっており、市においても対象となるよう国へ働き

かけること。 

（資料 1-7 参照） 

 

（２）海岸保全施設などの整備・復旧について 

本県は、多くの海岸線を抱えるという地理的条件により、台風等の自然災害に

より海岸保全施設への被害が頻発している。特に離島部及び海岸沿いの低地に居

住する住民は、高潮や波浪による浸水被害に、日々不安を覚えながら生活してい

る状況にある。 

ついては、「安心して暮らせるまち」の実現は、最も基本的かつ優先して実現さ

れるべき課題であるので、県において計画的に整備を進められているが、事業の

進捗を図るため、十分な事業費の確保と迅速な対策事業を実施すること。 

 

10. 離島航路事業に対する財政支援の拡充等について  

（１）補助制度の柔軟な対応等について 

県においては、離島地域等交流促進基盤強化事業を展開しているところではある

が、基幹航路以外の離島航路についても、適用できるよう十分な検討を行うこと。 

また、旅客運賃の低廉化については、有人国境離島法（有人国境離島地域の保

全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法）に規定

されている県計画に盛り込み、引き続き財源を確保すること。 

さらに、対象地域に限らず全ての離島航路についてＪＲ等本土交通機関を比較

基準に見直し、財政支援等について拡充するとともに本土離島間における貨物輸

送運賃の低廉化について、対象拡大を図ること。 
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（２）離島航路における海上高速交通体系の維持について 

離島航路は人・物の流通手段として生活及び産業経済活動に欠くことのでき

ない重要な役割を果たしている。 

特に、ジェットフォイルは、高速かつ大量輸送が可能で住民にとって必要不

可欠な存在となっている。 

県内の離島航路に就航しているジェットフォイルは、船齢がいずれも２５年

以上経過しており、更新時期を迎えているが、導入当時に比べ建造費が大幅に

高騰しており、厳しい経営環境にある航路事業者の負担のみでジェットフォイ

ルの更新を行うことは困難な状況にある。 

ジェットフォイルの建造については、船舶共有建造制度において、特別の配

慮がなされ、償還期限の延長等がなされているが、航路事業者の負担は変わら

ないことから、ジェットフォイルの重要性をご理解いただき、建造が促進され

るよう、その償還に対して助成を行うなどの補助制度を創設すること。 

（資料 1-8 参照） 

 

11. 離島航空路線の維持について 

現在、離島三市（五島市、壱岐市、対馬市）と長崎空港及び福岡空港を結ぶ航

空路線は、地域市民にとって主要な交通手段であり、交流人口の拡大に繋がって

いるが、地方航空会社が運航している路線において、機材の不具合による欠航が

相次いでおり、機材の更新が早急の課題となっている。 

航空路線の安定的な維持を図るため、機材更新の補助対象割合が拡大されるよ

う国に働きかけ、地方公共団体の負担が必要な場合には県が負担すること。 

また、今後、交流人口の拡大を目指し、航空路線を有効活用するため、壱岐空

港においては、大型機材の就航が可能となる滑走路の延長、対馬空港においては、

昨年まで就航していたジェット機の代替機が離着陸できる滑走路距離を確保す

るため整備を早急に実施すること。 

（資料 1-9 参照） 

 

12. 半島航路の維持・確保について 

県においては、半島航路の安定的な運航の確保を図るため、次の事項について、

国への働きかけと併せて積極的な措置を講じるよう強く要請する。 

（１）価格競争力を維持するための公的支援措置の実施 

陸上交通と同等の経費水準への運賃割引等の取組に対する財政支援制度の創設

や、船舶建造費・改修費への助成による航路運賃の低廉化などを実施すること。 
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（２）船舶の燃料効率の改善など経営基盤の強化策の実施 

省エネ化に資する改造等に対する更なる支援や、運航に要する船舶整備等に対

する支援制度の創設又は運航欠損額に対する支援制度適用への支援などを実施す

ること。 

 

（３）貨物や人の輸送手段の転換を図ることを促進するための施策の充実 

モーダルシフトの取り組みに対する支援など、施策の充実を図ること。 

                                  

（４）観光需要、交流人口の拡大等活性化に資する施策の拡充 

航路のＰＲや広域的な観光周遊ルートの形成・旅行企画造成への支援など、施

策の充実を図ること。 

（資料 1-10 参照） 

 

13．国指定・選定の文化財の保存等に係る財政支援について 

  国指定・選定の文化財について、万全の保護を実行するため、保存修理・整備や

防災事業に対する国の助成措置を受けた事業に対し、長崎県の「指定文化財補助金」

の制度に沿って、市町等への補助金を確実に交付すること。 

また、国指定・選定の文化財保存・活用に係る国庫補助事業（ハード事業）の地

方負担については、一般補助施設整備等事業債の対象とされ、元利償還金に対する

交付税措置が平成３０年度より拡充されているが、更なる一般財源の負担軽減のた

め、国に対し有利な地方債制度の創設を実現するよう働きかけること。 

特に、平成２７年に世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・

製鋼、造船、石炭産業」や平成３０年に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシ

タン関連遺産」の構成資産は、長崎の宝であるばかりでなく世界の宝となっている

ことから、その保全に係る財政支援に関しては、特段の配慮を行うこと。 

 

14. 市街地再開発事業に対する財政支援措置について 

市街地再開発事業は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更

新を図るとともに、耐震性・耐火性に劣る老朽建築物の建替促進にもつながるもの

で、都市の再生にあたり非常に効果の高い取り組みであることから、安全で快適な

生活環境の実現、都市活力の維持・向上及び県全体の経済浮揚の観点から、必要な

財源の確保を国に働きかけるとともに、県においては、事業の採択要件・補助の対

象・補助金の算定方法等について、国の要綱に準じた取扱いを行い、地方自治体負

担分については事業の基礎額を国の要綱に基づき割増した場合も含め県・市同額と

すること。 
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15．空き家対策への支援について 

各市町では国の空き家再生等推進事業及び空き家対策総合支援事業を活用し、老

朽した危険な空き家の除却に要する経費の一部に国と市・町とで補助を行っている

ところであり、各市町において増え続ける空き家の除却等に一定の成果を得ており

ます。 

また、空き家の除却は、治安の低下や犯罪の誘発、防災機能の低下、雑草繁茂や

衛生害虫の発生といった公衆衛生の低下、景観の悪化や地域イメージの低下などの、

外部不経済の解消につながり、また、都市のスポンジ化が進む地域において、市場

への流通促進にも反映されることが予想されるため、長崎県地域住宅計画における

良好な住環境の形成等を推進する有効な住宅施策でもあります。 

人口減少等により、今後も空き家の増加が予想される中、今まで以上に県からの

支援と協力が不可欠なものになってくるため、空家等対策の推進に関する特別措置

法第十五条に「国及び都道府県は、市町村が行う空家等に関する対策の実施に要す

る費用に対する補助等、必要な財政上の措置を講ずるものとする」と規定されてい

ることから県補助制度を創設すること。 

 

16. 大規模災害時の防災拠点となる庁舎等整備に係る財政支援について 

大規模災害時に救援や復旧・復興を迅速に進めるための拠点となる

本庁舎については、熊本地震の被害状況も踏まえた庁舎機能の確保（市

町村役場機能の緊急保全）に係る事業を追加するなど、内容を拡充し

た「公共施設等適正管理推進事業債」が平成２９年度に創設され、昭

和５６年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の

本庁舎の建替え事業について、交付税措置により財政支援が行われて

いる。 

この公共施設等適正管理推進事業債のうち、庁舎の建替えに係る市

町村役場機能緊急保全事業については、本庁舎のみが対象であり、事

業年度は令和２年度までの時限措置とされていたが、経過措置が設け

られ、令和２年度までに実施設計に着手した事業については、令和３

年度以降も現行と同様の地方財政措置を講じるとされたところである。 

しかしながら、県内においては、令和２年度までに実施設計に着手

することが困難な自治体があることから、着手可能な時期までの延長を

行うこと。また、合併により多くの総合支所を抱える自治体では、その

耐震化も課題となっていることから、制度の対象を拡充するよう国に働

きかけること。 
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17. 現行過疎法期限終了後の新たな制度の創設について 

長崎県内の過疎地域では、少子・高齢化や若年層の流出による人口減少が全国

と比較して著しく、農林水産業の低迷や集落の消滅の危機など、過疎地域を取り

巻く環境は依然として深刻な状況にある。 

このような状況の中、過疎地域の自立促進・活性化のため、その地域の特性を

活かした産業の振興や地域づくりの諸施策の実施には、過疎対策事業債をはじめ

とする現行の財政支援措置は、欠かすことのできない制度であるが、根拠法律で

ある「過疎地域自立促進特別措置法」は、令和３年３月末の法期限となっている

ところである。 

このため引き続き過疎地域の自立促進に向けての計画的・効果的な事業の実施

のため、新たな過疎法の制定、現行の過疎対策事業債制度の維持、現行法第３３

条の規定による「市町村の廃置分合等があった場合の特例」の継続を国に強く要

望すること。 

（資料 1-11 参照） 

 

18. 公立小中学校施設整備等の財政支援拡充について 

公立小中学校の施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害発生時

には避難場所としての機能も果たすものであるが、平成30年度は気象庁が「災害」

と呼ぶ記録的な猛暑が続き、授業をはじめ学校生活を送るにも厳しい状況となり、

空調設備の設置が急務である。 

また、「平成30年６月大阪府北部地震」においては、ブロック塀の倒壊により児

童の尊い命が失われる事故が発生し、安全安心な就学環境整備への対応が不十分な

実態が明らかになったところである。 

これらのことから、児童生徒の安全で安心な教育及び就学環境の整備を着実に実

施できるよう、国の責任において次の事項について早急に措置を講じるよう国に強

く働きかけること。 

（１）学校施設への空調設備の設置や地震時に倒壊する恐れのあるブロック塀の撤去

や改修に関し、学校施設環境改善交付金を確実に交付するとともに、算定割合の

嵩上げや算定方法の見直しを行うこと。 

 

（２）既存空調設備の更新費用について、必要な財源を着実に確保すること。 

 

（３）空調設備の整備にあたっては、空調機器が調達できるよう製造・流通に十分

な措置を取ること。 
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19．離島振興に係る財政支援措置について 
一島一町村との合併については、財政面における合併効果のひとつで

ある生活関連施設（ごみ処理施設、火葬場など）の統廃合が容易でない

ことや、住民の安全な暮らしを守るため、恒久的に提供すべき行政サー

ビス（医療、消防など）に係る経費が必要である。 

一島完結での行政サービス提供が継続できるよう、行政需要に見合っ

た補正を創設すること。 

 

20. 石綿含有仕上塗材の調査及び除去に対する助成制度の創設等につ

いて 

石綿含有仕上塗材に係る建築物等の解体・改造・補修に関して、平成 29 年５月

30日付環境省通知により「適切な石綿飛散防止措置を講じること」とされたが、建

築物所有者においては、石綿含有調査及び除去に係る費用の負担が大きくなること

から、その負担を軽減するため、石綿含有仕上塗材の調査及び除去等に対する助成

制度の創設を図ること、または既存の「住宅・建築物アスベスト改修事業」の対象

として追加するよう国に強く要請すること。 
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合併 みなし 合併 みなし

長崎市 2,799 2,409 390 473 296 177 97.6

佐世保市 12,564 8,927 3,637 1,950 972 978 75.2

島原市 6,445 5,506 939 861 561 300 43.1

諫早市 7,775 7,238 537 1,048 676 372 88.4

大村市 1,102 1,071 31 166 122 44 98.9

平戸市 3,243 2,580 663 627 374 253 31.8

松浦市 1,013 864 149 692 539 153 53.9

対馬市 1,823 1,615 208 410 186 224 33

壱岐市 2,406 2,283 123 304 128 176 47.5

五島市 7,650 5,883 1,767 970 420 550 39

西海市 2,372 2,285 87 604 455 149 78.4

雲仙市 2,937 2,658 279 513 342 171 64.9

南島原市 4,738 3,965 773 215 154 61 50.3

合計 56,867 47,284 9,583 8,833 5,225 3,608 79.6

◎　国庫補助基本額の考え方

BOD換算による汚濁負荷排出割合

≒　４割

平成２９年度　長崎県内（１３市）における浄化槽基数等

汚水処理
人口普及率（％）
（H30.3.31現在）

　生活雑排水の除去に係る分のうち、個人の努力により削減可能な分を除いた真に社会的便益
に相当する分について公費負担を行うとの考え方に立って、公費負担は人槽区分にかかわらず
定率（４割）として、人槽ごとの国庫補助基準額を算定する。

市名

浄化槽基数（H30.3.31現在）

住宅用途（基数） 住宅用途以外（基数）

1人1日当たり
の汚濁負荷

40g

し 尿

生活雑排水

13g （33%）

27g （67%）

家庭内の努力による

削減可能分

それ以外

除去分

放流分

08g （20%）

19g （47%）

17g （43%）

02g （05%）

資料1-2
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○浄化槽設置整備事業の補助制度概要

現行の補助制度

要望案

補助基準額の引き上げ

補助基準額（40%　→　60%）

補助率（補助基準額の1/3）

※　補助基準額は、国+県+市

○【参考】１世帯当たりの浄化槽維持管理経費（佐世保市の場合）

（単位：円）

※1世帯当たりの平均下水道使用料（H28年度）・・・年間約20,694円 水道局営業課業務係確認

※維持管理費については、H22～H28年度の維持管理委託契約書からの平均値

※法定検査料改訂（平成28年4月1日）　5～10人槽（1年目　10，000円　２年目以降　5,000円）

(36,854)

維持管理経費合計

1年目 2年目以降

62,500

25,700

(19,354)

(25,254)50,900 (30,206) 45,900

清掃保守点検人槽

15,400

20,000 5,000

37,100 10,000 5,000

法定検査

2年目以降1年目

45,000 (24,306)

区分

負担割合

5人槽

6～7人槽

8～10人槽

5人槽

7人槽

10人槽

621,000 円

設置費用

100.0%

830,000 円

1,035,000 円

1,365,000 円 819,000 円 182,000 円 182,000 円 182,000 円

15,000

15,200

（）は下水道使用料との差

国+県+市

40.0%

332,000 円

414,000 円

546,000 円

110,000 円 112,000 円

市

13.4%

138,000 円138,000 円

40,000

(41,806) 57,500

10,000

10,000 5,000

138,000 円

498,000 円

設置者 国 県

60.0% 13.3% 13.3%

110,000 円

現行の補助制度

設置者

(498,000円)
60.0%

国

(110,000円)
13.3%

県

(110,000
円)

13.3%

市

(112,000円）
13.4%

設置費用(5人槽)
(830,000円)

100.0%

要望案

設置費用(5人槽)
(830,000円)

100.0%

市

(166,000円）
20.0% 設置者

(332,000円）
40.0%

国

(166,000円）
20.0%

県

(166,000円）
20.0%
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【参考】佐世保市の補助制度（申請者居住住宅　改築の場合）

佐世保市浄化槽設置補助金額（国+県+市）

（単位：千円）

（単位：千円）

◎平成２２年度から補助金を上乗せした結果

（単位：基）

補助金上乗せ

H29年度

292

109

183127

Ｈ26年度

336

120

216

346

128

218

247

83

164

H21年度

253

81

172 211

H28年度

347 269

新築

申請者居住住宅以外

Ｈ27年度

326

115

Ｈ25年度

328

201

850 645 425 323

610 486 305 243

693

申請者居住住宅以外

改築 新築 改築 新築

311 233

822 617 411 309

H20年度

498 374 249 187

改築 新築 改築

621 466

154

196

結果

5人槽

6～7人槽

8～50人槽

高度
人槽区分

5人槽

8～50人槽

6～7人槽

申請者居住住宅

H22年度

309

H23年度

350

Ｈ24年度

348

通常
人槽区分

538

申請者居住住宅

負担割合

5人槽

6～7人槽

143

205

8～10人槽

うち改築

うち新築

137

172

区分

1,035,000 円

332,000 円

182,000 円

110,000 円

182,000 円 458,000 円 822,000 円1,365,000 円

414,000 円 138,000 円 138,000 円 345,000 円 621,000 円

546,000 円

110,000 円 278,000 円 498,000 円830,000 円

市 国+県+市

40.0% 13.3% 13.3% 33.4% 60.0%

設置費用

100.0%

設置者 国 県

補助基数

佐世保市の補助制度（改築の場合）

設置者

(332,000円)
40.0%

国

(110,000円)
13.3%

県

(110,000円)
13.3%

市

(278,000円）
33.4%

設置費用(5人槽)
(830,000円)

100.0%

247 253

309
350 348

328 336 326
346

292

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H2７ H28 H29

全体

新築

改築

全
体

新
築
・

改
築
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公
共
下
水
道
事
業
概
要
（
H
3
0
.3
.3
1
現
在
）

項
目

長
崎
市

佐
世
保
市

島
原
市

諫
早
市

大
村
市

平
戸
市

松
浦
市

対
馬
市

壱
岐
市

五
島
市

西
海
市

雲
仙
市

南
島
原
市

（
1
）
行
政
区
域
内
人
口
（
人
）
（
Ａ
）

4
2
4
,0
9
4

2
5
2
,4
6
3

4
5
,3
8
5

1
3
7
,8
3
6

9
5
,6
4
7

3
1
,8
3
1

2
3
,1
7
2

3
1
,0
5
4

2
6
,8
5
7

3
1
,1
3
1

2
8
,2
6
3

4
4
,2
6
6

4
6
,5
6
6

（
2
）
下
水
道
処
理
区
域
内
人
口
（
人
）
（
Ｄ
）

3
9
8
,5
7
7

1
4
5
,2
9
5

未
着
手

7
4
,3
2
1

8
5
,3
1
3

未
着
手

4
,9
2
0

未
着
手

2
,9
6
5

未
着
手

3
,0
5
6

1
4
,7
7
8

6
,0
6
9

（
3
）
水
洗
便
所
設
置
済
人
口
（
人
）
（
Ｅ
）

3
8
6
,3
9
3

1
3
3
,2
2
9

6
2
,2
9
7

8
3
,1
7
1

3
,3
2
3

1
,7
3
5

1
,9
4
9

8
,9
6
4

3
,7
2
8

（
4
）
全
体
計
画
面
積
（
h
a）
（
Ｈ
）

7
,0
7
2

3
,8
5
7

2
,7
5
7

2
,5
4
8

4
3
3

1
7
0

1
5
4

6
1
1

2
8
4

（
5
）
普
及
率

　
　
ア
　
下
水
道
普
及
率
　
Ｄ
／
Ａ
×
1
0
0
（
％
）

9
4
.0

5
7
.6

5
3
.9

8
9
.2

2
1
.2

1
1
.0

1
0
.8

3
3
.4

1
3
.0

　
　
イ
　
接
続
率
　
Ｅ
／
Ｄ
×
1
0
0
（
％
）

9
6
.9

9
1
.7

8
3
.8

9
7
.5

6
7
.5

5
8
.5

6
3
.8

6
0
.7

6
1
.4

（
6
）
総
事
業
費
（
千
円
）
（
Ｊ
）

3
2
6
,2
1
1
,5
5
1
1
1
9
,3
5
6
,1
7
2

0
8
2
,8
1
4
,2
6
8

7
4
,9
4
0
,8
2
1

0
7
,6
9
4
,3
0
6

0
6
,3
7
4
,4
6
7

0
7
,6
5
4
,2
5
1

2
1
,7
2
6
,1
4
5

1
3
,2
9
4
,8
2
5

　
　
同
上
財
源

ア
　
国
庫
補
助
金
（
千
円
）

1
0
7
,2
6
1
,2
3
4

4
6
,7
8
6
,2
1
5

2
3
,3
9
0
,0
9
7

2
7
,0
3
4
,0
9
8

3
,1
7
5
,2
7
5

2
,8
1
7
,0
6
0

3
,4
9
9
,3
2
5

9
,1
9
5
,6
3
6

5
,7
0
3
,7
4
8

イ
　
企
業
債
（
千
円
）

1
7
6
,4
0
9
,7
5
3

6
0
,7
1
4
,1
4
0

3
9
,1
5
1
,4
6
6

3
9
,2
9
5
,0
5
4

3
,6
8
3
,9
0
0

2
,9
4
7
,5
0
0

3
,4
6
1
,2
0
0

9
,9
1
4
,8
0
0

5
,5
2
0
,1
0
0

ウ
　
受
益
者
負
担
金
（
千
円
）

4
,2
0
4
,7
7
0

3
,4
7
7
,8
1
0

4
,1
1
6
,2
1
4

2
,4
5
3
,5
2
6

9
6
,5
8
4

7
5
,5
4
8

5
8
,0
2
5

3
5
8
,9
4
3

1
5
3
,9
4
0

エ
　
そ
の
他
（
千
円
）

3
8
,3
3
5
,7
9
4

8
,3
7
8
,0
0
7

1
6
,1
5
6
,4
9
1

6
,1
5
8
,1
4
3

7
3
8
,5
4
7

5
3
4
,3
5
9

6
3
5
,7
0
1

2
,2
5
6
,7
6
6

1
,9
1
7
,0
3
7

　
　
同
上
の
う
ち
使
途
内
訳

ア
　
管
き
ょ
費
（
千
円
）

1
9
2
,9
1
4
,5
2
7

7
5
,3
2
2
,0
7
1

5
3
,9
9
9
,7
9
7

5
2
,9
2
1
,6
7
5

5
,8
9
2
,4
8
8

4
,0
1
4
,4
5
9

5
,2
6
8
,1
5
8

1
3
,9
5
5
,8
8
9

6
,9
6
5
,8
1
4

イ
　
ポ
ン
プ
場
費
（
千
円
）

2
0
,0
5
3
,5
1
3

5
,7
6
0
,9
0
1

4
,0
9
2
,6
1
2

4
,4
2
6
,8
0
1

0
2
0
3
,4
2
3

0
9
2
1
,3
9
7

1
,4
0
0
,8
3
7

ウ
　
処
理
場
費
（
千
円
）

9
9
,4
2
5
,7
9
4

3
7
,0
9
8
,7
3
3

1
5
,8
0
3
,7
4
4

1
7
,2
4
3
,3
5
5

1
,7
7
0
,8
0
1

2
,1
5
6
,5
7
5

2
,3
8
6
,0
9
3

6
,1
9
8
,1
4
8

3
,9
0
6
,1
3
4

エ
　
流
域
下
水
道
建
設
費
負
担
金
（
千
円
）

0
0

4
,0
1
9
,7
1
3

2
6
4
,6
5
6

0
0

0
0

オ
　
そ
の
他
（
千
円
）

1
3
,8
1
7
,7
1
7

1
,1
7
4
,4
6
7

4
,8
9
8
,4
0
2

8
4
,3
3
4

3
1
,0
1
7

0
6
5
0
,7
1
1

1
,0
2
2
,0
4
0

（
7
）
補
助
対
象
事
業
費
（
千
円
）
（
Ｋ
）

2
0
0
,8
0
1
,6
9
1

8
8
,2
2
0
,9
8
0

4
5
,8
1
4
,9
8
8

4
9
,3
7
9
,2
2
9

6
,1
3
2
,8
0
3

5
,4
7
2
,7
6
4

7
,1
2
1
,8
6
2

1
7
,4
0
3
,7
4
3

1
1
,2
4
0
,2
1
9

（
8
）
補
対
率
Ｋ
／
Ｊ
×
1
0
0
（
％
）

6
1
.6

7
3
.9

5
5
.3

6
5
.9

7
9
.7

8
5
.9

9
3
.0

8
0
.1

8
4
.5

（
9
）
下
水
管
布
設
延
長
（
km
）

2
,0
8
6

6
5
5

3
5
4

5
0
5

4
2

4
1

3
9

1
7
5

7
0

（
1
0
）
終
末
処
理
場
数
（
ヶ
所
）

1
1

4
1

1
1

2
2

2
2

（
1
1
）
計
画
処
理
能
力
（
㎥
／
日
）
（
Ｌ
）

1
8
5
,9
0
0

1
0
1
,5
0
0

2
7
,5
5
0

5
0
,7
0
0

6
,1
0
0

2
,7
4
0

3
,5
0
0

1
1
,7
0
0

5
,8
0
0

※
算
定
根
拠
：
平
成
2
9
年
度
決
算
統
計
（
平
成
3
0
年
3
月
3
1
日
）

資
料

1
-
3

19



 

海岸漂着物対策の財政支援措置に関する資料 

市 名 
事 業 費 （千円） 

備 考 
Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 

長崎市 事業なし  

佐世保市 １０，７３５ ５，６６９ ９，８３７  

島原市 事業なし １，１７８  

諫早市 事業なし  

大村市 事業なし ２０５ １，０９７  

平戸市 ８，０１８ ５，２１４ ６，７０６  

松浦市 ２，０１８ ２，０５８ ２，０１５  

対馬市 ３０８，７０９ ２８４，０４２ ２８５，２０６  

壱岐市 ３８，７１２ ６０，９３３ ５８，５７９  

五島市 ５９，４８４ ５９，５１１ ８５，７９２  

西海市 事業なし 26 年度まで実施 

雲仙市 ３，１３２ ２，２７５ ３，０１３  

南島原市 １，４３２ １，７９１ ２，２１８  

合  計 ４３２，２４０ ４２１，６９８ ４５５，６４１  

 

  

資料1-4
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◎各市における浚渫事業の現状

平成29年度 平成30年度 平成29年度 平成30年度

長崎市 2 4 1,278 7,027

佐世保市 13 11 9,854 7,156

島原市 1 1 1,289 1,074

諫早市 17 18 6,494 6,498

大村市 1 2 283 598

平戸市 4 4 2,169 4,025

松浦市 3 1 1,128 320

対馬市 0 15 0 4,898

壱岐市 2 0 6,242 0

五島市 1 1 1,129 810

西海市 0 0 0 0

雲仙市 14 4 12,678 623

南島原市 0 0 0 0

計 58 61 42,544 33,029

※各市実績調査結果による。

（諫早市の場合の現状）

浚渫が完了した河川 大雨時に増水した河川の状況

市
件　　数 事　業　費（千円）

資料1-5
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１．乗合バス事業者に対する補助

路線数 市補助額（円） 路線数 市補助額（円） 路線数 市補助額（円）

1 長崎市 4 0 0 0 10 91,060,508

2 佐世保市 2 17,587,000 1 988,000 4 18,829,000

3 島原市 0 0 4 5,693,000 31 16,683,000

4 諫早市 6 24,547,000 5 32,138,000 61 151,672,000

5 大村市 1 1,113,000 0 0 13 68,585,000

6 平戸市 1 9,161,000 1 9,635,000 13 77,102,000

7 松浦市 3 32,633,000 0 0 10 52,537,000

8 対馬市 3 0 2 3,847,659 25 83,179,157

9 壱岐市 0 0 1 1,431,000 30 69,223,000

10 五島市 4 19,379,045 3 4,475,524 25 85,524,431

11 西海市 1 1,228,000 0 0 6 51,314,000

12 雲仙市 0 0 4 4,967,000 17 12,636,000

13 南島原市 0 0 4 7,181,000 31 47,664,000

105,648,045 70,356,183 826,009,096

２．地域内フィーダー系統確保維持事業

№ 市 車両数 市補助額(円)

1 長崎市 12 1,299,373

2 佐世保市 2 3,503,951

3 島原市 1 4,229,000

4 諫早市 0 0

5 大村市 0 0

6 平戸市 0 0

7 松浦市 7 25,095,047

8 対馬市 77 3,936,039

9 壱岐市 0 0

10 五島市 2 5,403,867

11 西海市 0 0

12 雲仙市 0 0

13 南島原市 0 0

101 43,467,277

合計

合計

平成３０年度　地方バス路線維持対策に関する自治体補助実績一覧

№ 市
国庫補助路線に関する補助 県単補助路線に関する補助 市単独補助路線に関する補助

※路線数の合計については、市間をまたがる路線が複数あるため、記載なし

資料1-6
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オリエンタルエアブリッジ運行航空路線図 

 
 

航空路線の機体整備による欠航の状況 
年度 対馬－長崎 壱岐－長崎 五島－長崎 五島－福岡 福岡－宮崎 福岡‐小松 計 
H27 ５ ２ １ ５ － － １３ 
H28 ４ １ ８ ５ － － １８ 
H29 １１ ７ １２ ２ ２ － ３４ 
H30 １８ ６ ６ ５ ６ ２ ４３ 
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半島航路の維持・確保について 

長洲港 

多比良港 

島原港 熊本新港 

口之津港 

鬼池港 

三池港 

多比良～長洲 

口之津～鬼池 

島原～大牟田 

島原～熊本新港 
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（単位：千円）

Ｈ29決算

うち過疎債

長崎市 一部過疎 10,272 207,768,967 19,555,840 692,500

佐世保市 一部過疎 27,181 124,024,694 9,150,200 636,600

島原市 法適過疎 45,436 21,652,597 1,534,346 616,100

平戸市 法適過疎 31,920 27,338,569 3,275,400 861,600

松浦市 法適過疎 23,309 21,354,085 2,007,800 348,000

対馬市 法適過疎 31,457 32,895,394 3,555,100 1,537,900

壱岐市 法適過疎 27,103 25,252,981 2,909,200 682,500

五島市 法適過疎 37,327 31,729,023 3,540,200 917,400

西海市 法適過疎 28,691 24,931,083 2,417,700 602,000

雲仙市 法適過疎
（みなし過疎）

44,115 30,426,867 2,508,300 507,800

南島原市 法適過疎 46,535 35,768,818 4,613,700 535,200

長崎県
都市計

353,346 583,143,078 55,067,786 7,937,600

うち地方債

長崎県内過疎法適用市の財政状況

団体名 過疎種類
過疎地域
人口（人）
（H27国調）

歳入総額

資料1-11
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（第２）国民健康保険制度に関する提言について 

 

国民健康保険制度の健全な運営を図るため、県においては、制度改正

に伴う臨時的財政負担等への支援が可能となるよう、新たな財政措置を

講じること。 

また、被保険者の相互扶助により成り立つ国民健康保険制度の本質を

念頭におくとともに、都道府県単位化における県の役割である市町村が

担う事務の効率化、標準化、広域化の推進を踏まえ、「長崎県市町国保連

携会議」や「作業部会」において引き続き、市町と制度の広域化等に向

けた協議をすすめること。また、協議においては、市町の意見を十分反

映すること。 

さらに、国に対しては、法改正により国の責任が明確になったことか

ら、国民健康保険制度の安定化に向けて、引き続き財政支援について強

く要請すること。 
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（第３）地域医療保健の充実強化に関する提言について 

 

 地域医療保健の充実強化を図るため、次の事項について措置を講じるよう強く要

請する。 

 

１．地域医療における医師確保対策等について 

（１）医師確保対策等について 

全国的に医師や、看護師・助産師等の医療従事者が不足し、地域間や診療科目

間で偏在している実態を踏まえ、医学部入学者の定員増や各種養成機関の充実、

労働環境の改善を図るための支援策及び財政措置を講じること。 

本県の離島、へき地や半島などでは、大変厳しい医師不足が生じている。特に

二次離島などの過疎地域においては、医療体制についての不安が増しており、島

内のみで、住民にとって必要な医療を提供することは、既に限界にきていると言

っても過言ではない。その結果、島外の病院への入・通院を余儀なくされ、高齢

化した住民の不安と経済的負担が大きくなっている。 

安心で安定的な医療サービスを提供するためには、離島等への医師や看護師等

の勤務の誘導策などが早急に必要であり、県においては、これらの対策を含め早

急に医師や看護師等の不足、配置偏在を是正するための実効ある施策及び十分な

財政措置を早急に講じるよう国に働きかけること。 

また、平成３０年度からスタートした新専門医制度については、研修先となる

病院の要件が厳しいことなどから、大学病院や都市部の大病院へ研修医が集中す

ることとなり、医師偏在を助長することがないよう取組みを行うよう国に働きか

けること。 

 （資料 3-1 参照）       

 

（２）長崎県離島医師確保補助金等について 

県においては、「長崎県離島・へき地医療支援センター」を設置し、県職員と

して採用した医師を常勤医師として派遣するなど、離島医師確保対策を進めてい

るが、県の事業である「長崎県離島医師確保補助金」について、平成２０年度に

補助上限額が引き下げられていたが、平成２７年度において更に引き下げとなっ

ている。 

また、二次救急医療体制を担う病院群輪番制病院における医療提供体制整備等

のための「医療提供体制推進事業費補助金」についても、減額が行われている状

況である。 

ついては、離島及びへき地や半島地域における医師確保対策及び地域医療提供

体制を確保することの重要性を認識し、適正な補助額の確保を図ること。 

30



（３）医師養成・派遣システムの充実について 

県において実施している「医師養成・派遣システム」の充実や、長崎大学の「へ

き地病院再生支援・教育機構」への支援強化を図ること。 

（４）啓発事業の実施について 

   重篤患者の措置の遅延や、勤務医の過重な疲弊を招かないよう、県民が安易に

救急部門を受診することなく、自らの症例に応じた適正な医療機関の選択・利用

を図るための啓発事業を実施すること。併せて休日・時間外の医療相談体制の充

実を図ること。 

（５）自治体病院・診療所への支援について 

自治体病院・診療所が安定的に質の高い医療を提供することができるよう、地

域の実情に応じた医療の確保や経営基盤の安定化を図るため、十分な財政措置等

を講じるよう国に働きかけること。 

また、特に、自治体病院が有床診療所化した場合においても、運営が成り立つ

ように診療報酬や医師確保等の対策を講じるとともに、地方交付税所要額を確保

するよう国に働きかけること。 

（６）医師派遣体制の整備について 

   長崎県病院企業団については、医師確保による医療水準の維持向上を目的とし

ていることから、県においては、引き続き養成医の配置を行い、併せて医師派遣

体制の整備に努めること。  

（７）看護職員に対する支援体制の整備について 

   県においては、看護職員の計画的な育成、確保、定着及び資質向上が図られる

よう、育成機関の充実や育児休暇後の円滑な職場復帰等、労働環境の整備など適

切な措置を講じるよう努めること。 

（８）医療計画における基準病床数算定について 

   医療計画における基準病床数は、国で定めた全国一律の基準により算定されて

いるが、その算定にあたっては、地域の実情、特に、県外流出入院患者数が多い

という離島・山間地域における特殊事情が十分に反映されていないことなどの理

由から、既存病床数が基準病床数を上回る結果となり、今後の病院整備計画にも

支障をきたし、地域医療の充実が図れない状況である。 

よって、医療計画の策定者である県においては、離島振興法第１０条第８項の

規定も踏まえたうえで、離島・山間地域における医療の特殊事情をはじめとする

地域の実情を考慮して基準病床数の算定方法の見直しを図ること。 
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２. フッ化物洗口に対する財政支援措置について 

（１）フッ化物洗口に対する新たな制度創設について 

現在、国庫補助事業として、都道府県や保健所設置市、特別区を対象に、むし

歯予防のためのフッ化物洗口、歯周病予防のための口腔清掃指導、歯科健診や歯

科保健指導等に活用できる「歯科疾患予防・食育推進等口腔機能維持向上事業」

があるが、こどもの虫歯予防に有用な集団フッ化物洗口（うがい）につ

いて、国がすべての市町村を対象に直接補助する国庫補助制度を創設

するよう国に要請すること。 

（２）フッ化物洗口推進事業費補助金の継続について 

中学校が補助対象となっている長崎県フッ化物洗口推進事業費補助

金制度を継続し、事業実施に係る財源を十分に確保すること。 
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（第４）福祉施策の充実強化に関する提言について 

 

 福祉施策の充実強化を図るため、次の事項について、特段の措置を講じるよう国

へ強く働きかけるとともに、積極的な措置を講じるよう強く要請する。 

 

１.子ども福祉医療費制度の創設について 

各都道府県の要綱等に基づき実施している子ども福祉医療費制度は、自治体間

で対象年齢や助成額にばらつきがある。この制度は少子化対策として、子どもを

安心して生み育てられる社会づくりのために不可欠な制度として定着しているこ

とから、住んでいる自治体によって制度格差が生じないようにし、また、全ての

子どもたちが全国一律に安心して医療を受けられるよう、国の制度として創設す

ること。 

また、県内各自治体における子ども福祉医療については、少なくとも中学生ま

で何らかの助成を行っていることから、子育て環境の充実のため、対象年齢を未

就学児から中学生まで引き上げを図ること。 

 

２.私立幼稚園耐震補強工事補助制度の拡充について 

  私立幼稚園への耐震補強工事への補助制度について、幼児が一日の大半を過ごす

幼稚園の耐震化が推進するよう、国の補助に６分の１の継ぎ足しを行っている補助

制度を次年度以降も継続するとともに、耐震化に対する助成制度を拡充すること。 
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（第５）介護保険制度等に関する提言について 

 

 介護保険制度が将来にわたって公正かつ安定的に運営されるため、次の事項につい

て、国に対して積極的に検討を加えるよう強く働きかけること。 

 

１.第１号被保険者の保険料について 

第１号被保険者の保険料がこれ以上過重な負担とならないよう、国の責任におい

て、財源構成を含め、財政的な対策を講じること。 

（資料 5-1 参照） 

 

２．介護従事者の人材確保について 

介護の現場においては慢性的な介護従事者の不足及び離職率の高さなどが問題

になっており、人材不足による介護サービスの質の低下やサービス提供体制の確

保への影響が懸念されていることから、介護従事者の人材確保、育成及び定着に

つながる対策を引き続き確実に実施すること。 
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（単位：円）

第６期
(H27～H29)

段階数
第７期

(H30～H32)
段階数

長崎市 6,083 9 6,800 10 11.8 %

佐世保市 5,722 9 5,822 9 1.7 %

諫早市 5,170 9 5,970 9 15.5 %

大村市 5,600 9 5,800 9 3.6 %

平戸市 5,580 9 6,175 9 10.7 %

松浦市 5,520 11 5,592 11 1.3 %

対馬市 5,700 10 6,300 10 10.5 %

壱岐市 5,262 9 6,145 9 16.8 %

五島市 6,233 9 6,760 9 8.5 %

西海市 5,500 9 5,925 9 7.7 %

島原地域広域市町村圏組合 5,791 10 6,500 10 12.2 %

平均 5,651 - 6,163 - 9.1 %

長崎県内の介護保険料基準額の状況

改定率

資料5-1
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（第６）九州新幹線等の整備促進に関する提言について 

 
  九州新幹線等の整備を促進することにより、県内の経済発展と地域活性化を図るた

め、次の事項について早急に措置を講じるよう強く要請する。 

             （資料 6-1 参照） 

１.九州新幹線西九州ルートの着実な整備について 
九州新幹線西九州ルートについては、平成２４年６月に、武雄温泉～長崎間を、

標準軌（フル規格）により整備する内容の認可がなされ、現在、トンネル・橋梁・

設備工事などが進められている。 

地元において果たすべき役割については努力を惜しまない所存であるので、次の

事項について国に強く働きかけること。 

（１）令和４年度の開業を着実に行うこと。 

 

（２）本年８月、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム「九州新幹線（西九州

ルート）検討委員会」により基本方針として示された「全線フル規格」による整

備の早期着手と、それに向けた地方負担や並行在来線等の課題解決に向けた方策

を示すとともに、令和２年度予算において必要な調査費等の確保を図ること。 

 

（３）国が開発を進めてきたフリーゲージトレインの導入が断念されたという特殊

事情を考慮して、「全線フル規格」での整備費用の追加負担分について、国の責

任において沿線自治体の負担軽減や財源確保の検討を進めること。 

 

（４）暫定開業時の運行計画について早期に示すとともに、利用料金など利用者へ

の運行サービスの低下が生じないよう関係者との調整を図ること。 

 

（５）公共事業の重点的配分等による建設財源の安定的確保及び地域負担の軽減を

図ること。 

 

（６）令和４年度の武雄温泉～長崎間の開業に向けて沿線各市が取り組むまちづく

りに関する各種公共事業及び官民が行う新幹線開業効果を高めるための取組へ

の支援拡充を行うこと。 

 

２. 県下幹線鉄道の整備改善について 

九州新幹線西九州ルートの整備に際しては、ＪＲ佐世保線を新幹線鉄道直通線

同等のものと位置付け、長崎県において平成4年 11月に示された「九州新幹線（長

崎ルート）等の整備に関する基本的考え方」を踏まえた佐世保線の整備改良及び

大村線の輸送改善のため、国及び沿線自治体並びにＪＲ九州との積極的な協議・

調整を行い、次の事項の実現に努めること。また、これらの財源についても特段

の配慮をすること。 
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（１）ＪＲ佐世保線等の輸送改善及び整備財源について 

① 西九州ルートの開業効果を県北地域にも波及させるため、佐世保線輸送改善

県市共同調査結果に基づく、振子車両の佐世保線への導入及び速度向上のため

の路盤改良等について、令和４年度の開業に合わせるための確実な事業の推進

を行うこと。 

② 肥前山口～武雄温泉間の複線化が大町～高橋間に限定されることにより、長

崎～博多間及び佐世保～博多間の所要時間の遅延など影響を及ぼさないよう国

へ働きかけること。 

③ 西九州ルートの全線フル規格を要望されていくうえで、佐世保～武雄温泉間

を含めた並行在来線問題については、一体的なものとして取り扱うこと。 

④ 長崎県下の都市を結ぶ大村線の輸送改善及び列車の表定速度の大幅な改善を

行うこと。 

⑤ 佐世保線及び大村線について、通勤、通学などの需要を鑑みた、普通列車の

運行確保を行うこと。 

⑥ 在来幹線鉄道の高速化を図る事業の補助率の嵩上げや拡充についての国への

働きかけを行うこと。 

 

（２）フル規格新幹線鉄道網への直通運行について 

     長崎市～福岡市間にフル規格の新幹線が運行されるようになったときは、佐世

保市から運行時間が短縮できる西九州ルートへの直通運行を視野に入れた佐世保

線の輸送改善方策の具現化を行うこと。 

 

３.ＪＲ長崎本線連続立体交差事業の促進について 

本事業は、踏切除却による交通混雑の緩和を図るとともに、長崎駅周辺のまちづ

くりを進める上で必要不可欠な事業であるため、その早期整備を図ること。 

 

４.地域鉄道の施設整備に対する確実な支援について 

鉄道輸送の安全確保のためには、車両を含めた一体的な鉄道施設の整備が必要

不可欠である。しかしながら、ここ数年、要綱に基づく確実な補助が受けられない

場合があり、特に車両検査については今後も国庫補助の予算確保が厳しいとの見通

しが示されている。 

このような状況を踏まえ、施設整備の補助制度においては、車両を含めた鉄道

施設の整備に対し必要な予算を確保され、国の要綱に定める補助率上限での確実

な支援並びに国庫補助率の嵩上げ及び地方負担に係る財源措置の拡充等、支援策

の充実を図ること。 
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九州新幹線西九州ルート 

概要図 

長崎 

諫早 

大村 

新大村 
(仮称) 

嬉野 

温泉 
(仮称) 

ハウステンボス 

佐世保 

早岐 

有田 

肥前鹿島 

肥前山口 

武雄 

温泉 
佐賀 

新鳥栖 

博多 

至
中
国
・
関
西 

鹿
児
島
ル
ー
ト 

鳥栖 

武雄温泉～長崎  約６６㎞ 

◎在来線特急 
※武雄温泉駅での対面乗換方式 
（リレー方式） 

博多～武雄温泉  約８２㎞ 

(令和 4 年度暫定開業時) 

◎フル規格新幹線 
 

暫定開業時の博多～長崎間の所要時間 

最速 1 時間 20 分（現行「特急かもめ」最速 1 時間 48 分より 28 分短縮） 

【国土交通省試算】    

資料6-1
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（第７）高速道路網等の整備促進に関する提言について 

 

  高速道路網等の整備を促進することにより、産業の活性化や地域振興を図るため、

次の事項について早急に措置を講じるよう強く要請する。 

  （資料 7-1 参照） 

 

１.道路網の整備について 

（１）高規格幹線道路の整備について 

① 西九州自動車道の整備促進 

西九州自動車道は、九州の中心都市である福岡市と九州北西部地域を直接結び、

本地域の活性化を図るうえで不可欠であるので、次の事項について特段の措置を

講じること。 

ア 松浦佐々道路（松浦ＩＣから佐々ＩＣ）の早期供用開始に向けた事業促進 

イ 佐世保道路（佐々ＩＣから佐世保大塔ＩＣ）の４車線化の供用開始に向けた

事業促進 

 ② 九州横断自動車道の整備促進 

   九州横断自動車道長崎大分線は、日本の西端である長崎市と九州北東部地域

を直接結び、本地域の活性化を図るうえで不可欠であるので、次の事項につい

て特段の措置を講じること。  

 ア 長崎ＩＣ～長崎芒塚ＩＣの４車線化の早期供用開始に向けた事業促進 

  

（２）地域高規格道路の整備について     

① 島原道路の早期整備 

南島原市深江町から諫早ＩＣ間を結ぶ島原道路は、本地域の活性化を図るうえ

で不可欠であるので、次の事項について特段の措置を講じること。  

ア 島原市出平町から有明町間の早期供用に向けた事業促進 

イ 島原市有明町から雲仙市瑞穂町間の一体的な早期事業化 

ウ 雲仙市瑞穂町から諫早市小野町間の早期供用に向けた事業促進 

エ 諫早市小野町から長野町の調査区間の指定 

オ 一般県道諫早外環状線（長野町～貝津町）の早期供用 

② 島原天草長島連絡道路（深江町～口ノ津港間）の早期事業化 
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③ 長崎市と佐世保市を連絡する道路の早期実現 

本路線は、長崎県広域道路整備基本計画に位置付けられ、長崎市と佐世保市の

２つの中核都市を約1時間で結び、西彼杵半島地域の自立的発展、さらには長崎

県全体の産業、経済及び文化の活性化を図るうえで不可欠であるので、次の事項

について特段の措置を講じること。 

ア 西彼杵道路（佐世保市～時津町）の早期整備 

（ア）時津町日並から時津町野田間の早期完成 

（イ）西海市西彼町大串から時津町日並間の早期事業化 

イ 長崎南北幹線道路（長崎市茂里町～時津町野田郷）の早期事業化 

④ 有明海沿岸道路（諫早市～鹿島市間）の早期事業化 

⑤ 国道２０５号佐世保市～東彼杵町（東彼杵道路）の計画段階評価への早期着手 

（有料道路事業の活用を含めた整備手法の検討） 

 

（３）幹線道路の整備について 

幹線道路の整備については、交通渋滞の緩和等により沿線地域の社会・経済活

動に寄与するとともに、交通ネットワーク形成等に不可欠なため、次の事項につ

いて特段の措置を講じること。 

① 一般国道２０５号の早期整備 

 針尾バイパス（江上交差点からハウステンボス入口交差点）の整備促進 

② 長崎外環状線（新戸町～江川町工区）の早期完成 

③ 一般国道５７号の早期整備 

ア 一般国道５７号森山拡幅の雲仙市愛野町愛野大橋から尾崎交差点までの区間

の早期整備 

イ 一般国道５７号愛野町から小浜町までの現道改良による機能強化及び愛

野・小浜バイパスの早期事業化 

④ 一般国道３４号の早期整備 

ア 大村諫早拡幅の整備促進 

イ  大村拡幅の早期完成 

ウ 諫早北バイパスの４車線化の早期事業化 

エ 日見バイパスの４車線化の早期完成 

⑤ 一般県道大村外環状線（都市計画道路池田沖田線竹松工区）の早期整備 

⑥ 一般国道２０７号の早期整備 

ア 佐瀬拡幅の早期整備 

イ 佐瀬拡幅の延伸（多良見町佐瀬地区から長与町岡郷間） 

ウ 長田バイパス（東長田拡幅）の早期整備 
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⑦ 一般県道諫早外環状線(都市計画道路破籠井鷲崎線)の早期整備 

ア  一般国道２０７号長田バイパス交差部から一般国道３４号 

⑧ 一般国道２０２号福田バイパスの早期事業化 

⑨ 一般国道４９９号（栄上工区、岳路工区）の早期完成 

⑩ 一般国道３８２号の整備促進  

⑪ 一般国道３８４号の整備促進  

⑫ 一般国道３８９号（雲仙市多比良港～南島原市口ノ津港間）の整備促進 

⑬ 主要地方道佐世保日野松浦線・一般県道佐世保世知原線 

  （椋呂路［仮称］・板山［仮称］トンネル）の整備促進  

⑭ 主要地方道野母崎宿線の早期整備  

⑮ 主要地方道厳原・豆酘・美津島線及び上対馬豊玉線の整備促進 

⑯ 主要地方道福江富江線及び福江荒川線の国道昇格と整備促進 

 

（４）架橋の実現について 

  架橋は、離島や半島の地域の経済・文化の発展、さらには、医療・教育の向上

等に不可欠なため、次の事項について特段の措置を講じること。 

① 九州西岸軸構想の中核となる島原・天草・長島架橋構想の推進 

② 五島連絡橋建設のための調査事業の実施 

③ 嫦娥三島大橋と原島大橋架橋の実現 

④ 松島架橋の早期実現 

 ⑤ 大村湾横断道路構想の推進 

（資料 7-2 参照） 

 

２.地方における無電柱化事業の促進について 

無電柱化事業においては、これまで歩道が広い幹線道路などを中心に整備が進

められてきたが、近年の社会情勢の変化により、災害の防止、安全かつ円滑な交

通の確保、良好な景観形成等を図る上でも事業の必要性はより一層増加している。

さらには、平成２８年１２月に「無電柱化の推進に関する法律」が成立、施行さ

れ、地方においても無電柱化を推進することが求められている。 

しかしながら、無電柱化事業の主な整備手法である電線類地中化は、事業コス

トが高く道路管理者及び電線管理者の財政負担も大きく、事業期間が長期にわた

るなど、円滑な事業進捗に支障をきたしている。 
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また、地方においては、歩道が無く、狭小な道路が多く存在しており、地上機

器の設置スペースなどの技術的な課題の解決が必要不可欠となっている。 

このようなことから、無電柱化の推進を国家的重要プロジェクトに位置付け、

関係予算を確保するとともに、無電柱化に係る技術的進歩を促し、地方の負担を

軽減しながら無電柱化を促進するための総合的かつ積極的支援に取り組むよう国

に要請すること。 

 

３.港湾の整備促進について 

港湾は、産業活動や生活を支える基幹的な社会資本であり、国際競争力強化や産

業再生、観光振興、離島振興等を進めていくためには、施設の維持管理を含め港湾

の整備が不可欠である。 

このようなことから、整備費の縮減を行わず、必要な港湾整備事業費の所要額を

確保し、重要港湾及び地方港湾の整備促進を図ること。 

・重要港湾（長崎港、佐世保港、厳原港、郷ノ浦港、福江港） 

・地方港湾（島原港、大村港など７７港あり） 
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長崎、西彼杵、佐世保地域

時津町野田

大串ＩＣ

指方ＩＣ

長崎市茂里町

時津町日並

供用中

整備区間

調査区間

凡 例

その他区間

小迎ＩＣ

地域高規格道路
西彼杵道路

松島架橋

一般国道202号福田バイパス

一般国道499号の整備促進

要望路線
江川ＩＣ

一般国道34号
日見バイパス

長崎IＣ

九州横断自動車道

芒塚IＣ

多良見IＣ

新戸町ＩＣ

主要地方道野母崎宿線の整備促進

長崎外環状線

長崎振興局長崎南北幹線道路

資料7-1
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壱岐・対馬地域

嫦娥三島大橋

一般国道382号の整備

主要地方道厳原・豆酘・美津島の整備促進

主要地方道桟原・小茂田線の整備促進

原島大橋

主要地方道上対馬豊玉線の整備促進
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資料7-2
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（第８）農林水産業の振興に関する提言について 

 

  農林水産業の振興を図るため、次の事項について早急に措置を講じるよう強く要

請する。 

 

１. 農業の振興対策について 

（１）経営所得安定対策について 

経営所得安定対策は、地域農業を支える中心的政策である。 

   同対策は、担い手農家の経営安定に資するようゲタ・ナラシ対策を実施し、ま

た食料自給率の維持向上を図るため、飼料用米・麦・大豆などの戦略作物や、地

域特産品野菜等の転作に対し助成する制度となっており、市町は、関係機関で構

成されている協議会の構成員として実施要綱で定めている役割に基づき、交付金

の手続き等大きい事務負担を担っている。 

   県は、国へ、土地利用型作物の生産が困難である中山間集落を多く抱える長崎

県の状況を踏まえ、地域の営農形態に合った制度対象作物の拡充を図るとともに、

農家が安心して加入できるよう制度を法制化し、市町の事務の負担軽減を図るよ

う国に働きかけること。 

 

（２）農業農村整備事業の安定的な予算の確保について 

   安定した効率的な食料体制を図るための農業生産基盤の整備や関連施設を適

正に管理するための農業農村整備事業については、計画的かつ円滑な事業実施の

ため、当初予算での必要額の確保を図るよう国に働きかけること。 

 

（３）農業災害補償制度における国庫負担について 

穀類(米・麦)、果樹等を取り巻く情勢は、担い手の不足により生産量が減少す

ることのほか、近年、地球温暖化・局地的豪雨など異常気象による農作物の被害、

イノシシ等による鳥獣被害も年々増加するなど、依然として大変厳しい状況であ

ることから、農業共済掛金の国庫負担割合を現状のまま堅持するよう国に働きか

けること。 
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（４）有害鳥獣被害対策について 

イノシシ被害については、農作物だけでなく生活環境へも及ぶなど、ますます

被害が拡大している。 

イノシシ等有害鳥獣捕獲対策については、これまで県内市町で広域横断的な「捕

獲報奨金制度」を設けてきたことで、捕獲対策の強化につながってきた。しかし

ながら、この度、特別交付税が市町の有害鳥獣対策に交付されていることを理由

として、一方的に「捕獲報奨金制度」の廃止が通知された。有害鳥獣対策経費が、

特別交付税として考慮されていることは事実であるが、市町への交付総額は変わ

らないことから、厳しい財政状況にある市町にとって財政的影響は避けられない。 

有害鳥獣の捕獲頭数が減少していない中で、今後も市町が連携して捕獲対策を

実施していくためにも、県単独補助事業のイノシシ捕獲報奨金制度は不可欠であ

ることから、同制度を復活させること。もしくは、捕獲報奨金制度廃止に伴う同

額程度の財源を活用した、新たな捕獲対策・支援の充実を図ること。 

さらに、近年アライグマやアナグマ、シカ等による農作物被害も急増している

ことから、県単独補助事業で捕獲報奨金制度の新設を図ること。 

併せて、国の捕獲経費や処分経費等の補助についても充実するよう働きかける

こと。 

また、イノシシの捕獲頭数の増加により、単独自治体での取り組みでは効率も

悪く限界があるため、処理施設及び加工施設建設の検討など、広域的かつ総合的

な被害防止体制の充実強化を図ること。 

（資料 8-1 参照） 

（５）農業用機械及び施設の更新や長寿命化に係る支援について 

 共同利用の農業用機械及び施設については、新規導入時の支援だけでなく、

既存事業で導入した施設・農業用暖房器等の付帯設備・農業用機械等の更新や長

寿命化についても、例えば、今後１０年程度の地域農業維持が可能であることな

どの要件を付して補助事業の対象とすること。 

 （６）農業次世代人材投資資金制度の予算確保及び早期の予算執行について 

    農業次世代人材投資資金制度については、青年就農者の就農初動期における

負担軽減により経営安定につながり、就農者の拡大に効果が高い制度であるが、

本事業の経営開始型における平成３１年度（令和元年度）予算配分率（新規分）

は要望額を大きく下回っている。 

 就農初動期の青年就農者にとって、経営が不安定な時期における補助の削減

は死活問題であり、農業の担い手の確保・育成に支障を来たすため、十分な予

算を確保したうえで、補助金の内示や交付などの手続きを円滑に行い、速やか

に予算を執行するよう働きかけること。 

（資料 8-2 参照） 
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 （７）環境保全型農業直接支払交付金の予算の確保について 

    地球温暖化防止など自然環境の保全に効果の高い農業生産活動を支援するた

めの環境保全型農業直接支払交付金については、取組主体や取組面積が拡大す

る中、計画的かつ円滑な事業実施のため、当初予算での必要額の確保を図るよ

う国に働きかけること。 

 

 （８）農業用水利施設の更新・保全対策に係る財政支援強化について 

    農業農村整備事業によって整備された農業用水利施設については、事業完了

から年数を経るに伴い施設の老朽化が進行し補修や更新の時期を向かえており、

多額の維持管理費用を要している。管理者である土地改良区等の経済的負担を

軽減し持続的営農活動を維持するため、地域農業水利施設ストックマネジメン

ト事業に係る県負担の嵩上げを図ること。 

 

２.水産業の振興対策について 

（１）養殖トラフグの消費拡大について 

近年、中国から輸入される安価な養殖トラフグの供給過剰に伴い国産トラフグ

の価格下落を招いてきた。現在、ピーク時の輸入量から減少はしているものの、

依然として国産養殖トラフグの価格に影響を及ぼしておりトラフグ生産者にとっ

て厳しい状況は続いている。 

このような状況の中、平成２８年９月に中国国内におけるフグ食の解禁が実現

したが、中国国内において養殖され加工した製品の流通を認めるもので、天然魚

や活魚、輸入品については対象外となっている。 

こうした状況を踏まえ、中国や他国へのトラフグ食文化やトラフグ加工品のＰ

Ｒを行い、トラフグ輸出の解禁を働きかけるとともに、トラフグの輸出促進並び

に県内・県外の消費者に向けたトラフグの販売促進及び消費拡大への支援を行

い、養殖業者の経営安定を図ること。 

（２）放置船等に関する対策について 

船舶等が放置されることによる漁業活動や環境、景観等への影響が懸念される

ため、次のような対策及び制度の充実を図ること。 

① 海上保安庁との連携により放置船等に対する監視・罰則の強化 

② 登録抹消や変更登録等の申請時における当該船舶の確実な状況確認 

                             （資料 8-3 参照） 
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（３）漁業就業者対策の充実について 

① 漁業就業者の減少と高齢化の進行により安定的な水産物供給と漁村の活力維

持に懸念が持たれていることから、新規漁業就業者の受入体制整備、円滑な着業

促進及び着業後のフォローアップ等の漁業就業者対策の充実を図ること。 

② 浜の魅力発信・漁業就業促進総合支援事業の新規漁業就業者研修期間終了後は、

漁船取得など過大な出費があり、自らの漁業収入では生計が成り立たず、漁業を

断念する就業者も少なくない状況である。農業においては営農開始後の支援制度

があることから、漁業においても新規漁業就業者へ期限を定めた給付金（経営開

始型）の支援制度を創設するよう国に働きかけること。 
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順位 市町名 金額 被害面積 被害量

1 長崎市 30,790 193 131

2 佐世保市 28,301 22 244

3 諫早市 19,485 13 106

4 大村市 10,561 23 169

5 長与町 8,913 3 54

6 雲仙市 6,813 7 100

7 平戸市 6,728 6 40

8 南島原市 4,407 3 21

9 西海市 4,370 8 24

10 波佐見町 3,978 8 18

11 東彼杵町 3,819 7 17

12 対馬市 3,530 3 53

13 松浦市 2,874 4 23

14 五島市 2,344 2 16

15 佐々町 2,074 2 46

16 小値賀町 1,743 2 47

17 川棚町 1,290 2 6

18 島原市 1,072 2 8

19 新上五島町 410 0 4

20 時津町 92 1 1

21 壱岐市 68 0 0

143,662 311 1,128

【単位　金額：千円　被害面積：ha 被害量：ｔ】

合計

平成２９年度　イノシシ被害額一覧（上位順）

※被害面積及び被害量については、ラウンドの関係上合計値が一致しません。

資料8-1
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経営開始型

Ｈ31（R元）年度新規

補助金

要望額（人数） 配分額（人数）

長崎市 8,250千円（６名） 1,500千円（１名）

佐世保市 3,000千円（２名） 1,500千円（１名）

島原市 3,000千円（２名） 1,500千円（１名）

諫早市 7,500千円（５名） 1,500千円（１名）

大村市 7,500千円（５名） 1,500千円（１名）

平戸市 4,500千円（４名） 3,000千円（２名）

松浦市 6,000千円（４名） 1,500千円（１名）

対馬市 4,500千円（３名） 1,500千円（１名）

壱岐市 6,000千円（４名） 1,500千円（１名）

五島市 9,000千円（６名） 3,000千円（２名）

西海市 2,630千円（３名） 1,500千円（１名）

雲仙市 15,000千円（１０名） 6,000千円（４名）

南島原市 12,750千円（９名） 3,000千円（３名）

合計 89,630千円（６３名） 28,500千円（２０名）

平成３１年度（令和元年度）予算　農業次世代人材投資事業【経営開始型；新規分】の配分額

※単身型受給（1,500千円、1名）、夫婦型受給（2,250千円、2名）　　※月換算での受給を含む

資料8-2
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放置船等に関する対策について関連資料

長﨑市 ３８隻

佐世保市 １９３隻

諫早市 ０隻

大村市 1隻

対馬市 １９隻

壱岐市 ２９隻

平戸市 １１９隻

松浦市 ４３隻

五島市 ４７隻

西海市 ４７隻

島原市 ０隻

南島原市 ２７隻

雲仙市 ３５隻

合　計 ５９８隻

県内の放置船等の状況 （漁港区域内 ） （ Ｈ ３ １ ． １ ． ３ １調査 ）

資料8-3
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（第９）地域経済の活性化に関する提言について 

 

地域経済の活性化を図るため、次の事項について強く要請する。 

 

１.地域経済牽引事業への支援措置について 

地方税を減免した自治体への普通交付税の減収補てん措置に関し、補てん措置の

対象となる資産に償却資産（機械及び装置）を追加するよう国に働きかけること。 

（資料 9-1 参照） 

２. 工業団地の整備について 

市町営工業団地整備支援事業について、工業団地の整備の規模を問わず、補助率

の拡充など、更なる財政支援を行うこと。 

 

３．Ｖ・ファーレン長崎への支援について 

  全県をホームタウンとするＶ・ファーレン長崎について、県民を挙げての応援環

境づくりを推進するとともに、地域の活性化につなげていくため、次の項目につい

て要請する。 

（１）県内全市町で構成する「Ｖ・ファーレン長崎自治体支援会議」にて、長崎県が

中心的な役割を担い、県内各自治体の連携を推進し、Ｖ・ファーレン長崎を県内

自治体全体で応援する取り組みを図ること。 

 

（２）Ｖ・ファーレン長崎と自治体が連携し、Ｖ・ファーレン長崎の地域貢献活動等

を広く県内に展開するため、県内自治体の窓口としてＶ・ファーレン長崎との連

携を図ること。 

 

（３）県民応援ＤＡＹを県内自治体の観光・物産のＰＲの機会とするなど、県内自治

体及び県民が広く参加できるイベント等の実施及びアウェイサポーターを観光客

として呼び込むため、長崎空港内のブースで県内自治体の観光・物産のＰＲを行

うなどの新たな取組みを図ること。 

  

（４）ホームゲームの応援に行きやすくなるよう、離島など交通費及び宿泊費等の負

担が大きい地域への支援を行うこと。 

（資料 9-2 参照） 
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地域経済牽引事業への支援措置について 関連資料 

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

（通称：地域未来投資促進法）」（平成２９年７月３１日施行） 

 

＜主な支援措置＞ 

①税制による支援措置 

○地方税の減免に伴う補てん措置 

 ・固定資産税等を減免した地方公共団体への減収補てん 

 （対象資産：土地、建物、構築物） 

 ○課税の特例 

 ・先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置 

⇒機械・装置等：４０％特別償却、４％税額控除 

  ⇒建物等   ：２０％特別償却、２％税額控除 

②予算による支援措置 

 ○地域中核企業・中小企業等連携支援事業 

 ・研究開発から設備投資、販路開拓等まで一体的に支援 

 ○地方創生推進交付金の活用 

 ・地域未来投資促進法に基づき都道府県の承認を受けた事業計画について

は、内閣府と連携し、重点的に支援 

③金融による支援 

 ○資金供給の円滑化 

 ・日本政策金融公庫による承認中小企業に対する設備資金、運転資金の長

期（２０年、７年以内）かつ固定金利での融資 

 ・地域経済活性化支援機構、中小企業基盤整備機構等によるファンド創設 

④情報に関する支援措置 

 ○候補企業の発掘等のための情報提供 

 ・地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）等を活用 

⑤規制の特例措置等 

 ○幅広い規制改革ニーズへの迅速な対応 

 ・工場立地法の緑地面積率の緩和  

・一般社団法人を地域団体商標の登録主体として追加 

○農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮 

○事業者から地方公共団体に対する事業環境整備の提案手続の創設 

 

 

◆固定資産税等を減免した地方公共団体への減収補てん措置の対象資産 

対象資産：土地、建物、構築物 

 

 

 

 機械及び装置が補てん対象となっていない 

資料9-1
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自治体支援の状況 

 
 

１ Ｖ・ファーレン長崎自治体支援会議 

県下市町において、現在のところ直接的な支援(事業)は少ないが、自治体支援会議を設

立し、集客支援等について協議を行い、各市町ごとに取り組みを行っている。 

Ｖ・ファーレン長崎の地域貢献活動（※学校訪問・イベント参加等）を活用した市町の

取り組み及びＶ・ファーレン長崎を県・全市町を挙げて支援に取り組む。 
２０１９シーズンはＪ２に降格となったが、Ｊ２での優勝と１年でのＪ１復帰を目指す

クラブに対して、引き続き支援に取り組んでいく。 
【構成】県及び県内全市町で構成 
【平成３０年度Ｖ・ファーレン長崎自治体支援会議の日程等】 

回数 期 日 内      容 

第１回 H30.9.5 
Ｖ・ファーレン長崎からの報告 

県民応援＆県産品愛用フェアについて 

【令和元年度Ｖ・ファーレン長崎自治体支援会議の日程等】 
回数 期 日 内      容 

第１回 R元.7（予定） 
Ｖ・ファーレン長崎からの報告 

県民応援＆県産品愛用フェアについて 

第２回 R元.12（予定） Ｖ・ファーレン長崎からの報告 

 

 

２ Ｖ・ファーレン長崎練習場の状況 

 諫早市サッカー場、トランスコスモススタジアム長崎 
 

 

３ Ｖ・ファーレン長崎選手の長崎県出身者 

 ・吉岡 雅和 選手 南島原市出身 長崎総合科学大学附属高校 
 ・中村 北斗 選手 諫早市出身  国見高校 

・徳永 悠平 選手 雲仙市出身  国見高校 
・鹿山 拓真 選手 長崎市出身  長崎南山高校（2019 シーズン新加盟） 

 ・江川 湧清 選手 南島原市出身 鎮西学院高校（2019 シーズン新加盟） 

資料9-2
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（第１０）学校教育の充実に関する提言について 

 

 学校教育の充実を図るため、次の事項について特段の措置を講じるよう強く要請

する。 

 

１.全学年少人数学級編制と少人数指導のための教職員の加配措置の拡

大について 

きめ細かな指導の充実や豊かな個性と創造性に富んだ人材を育成するため、次の

事項について適切な措置を講じること。 

（１）少人数学級編制について対象を現在の小１・２・６、中１の４学年

から、全学年に拡充するとともに、小学１、２年生を３０人学級とし、

その他の学年は３５人学級とすること。 

 

（２）現状として、少人数指導のための加配教員が少人数学級編制のため

の教員（担任）として配置され、本来の目的が果たされていないこと

から、少人数指導のための教職員の加配措置を拡大すること。 

 

（３）複式学級の解消、あるいは編制基準の引き下げを実施するための教

職員を増員すること。 

 

２.少人数学級編制に伴う財政支援措置について 

社会状況等の変化により、学校は児童生徒に対するきめ細やかな対応が必要とな

っている。日本語指導などを必要とする子どもや障がいのある子どもへの対応、い

じめや不登校に関する生徒指導等、学校現場での課題は多岐にわたる。 

ついては、このような重要な課題の解決に向けた少人数学級編制実施のための学

校施設等の整備について県独自の財政支援措置を講じること。 

 

３.派遣指導主事の配置について 

   指導主事は、学習指導要領に基づく教育課程の適切な編成・実施及び学力向上、

いじめや不登校に関する生徒指導等への対応など、学校教育に対する多様な要求に

応える指導体制を充実するために、極めて重要な役割を担っている。 

各市においては、合併による学校数の増加や教育事務所の廃止に伴う指導業務及

び事務量の増大に対応し指導主事を増員しているが、各市の財政負担が大きくなっ

ている。ついては、県教育委員会から派遣指導主事を各市へ配置するなど人的な支

援措置を講じること。 

（資料 10-1 参照） 
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４.養護教諭の配置について 

  分校及び３学級未満の本校においては、養護教諭が定数化されておらず、養護教

諭が加配されていない場合は、専門以外の担任等が保健業務を担う状況となるため

養護教諭の配置を定数化することを国に強く要望すること。 

なお、それまでの間は未配置の本校及び島部にある分校については優先的に配置

を行うこと。 

 

５.学校事務職員の配置について 

  学校事務職員は、予算等の会計管理や教職員の福利厚生に関する事務等を含めた

学校内の総務・財務等に関する重要な役割を担っている。 

そのような中、分校及び４学級未満（中学校においては３学級未満）の本校にお

いては、事務職員が配置されておらず、教頭が本来の職務に加えて教科も持ちなが

ら学校事務を行っている状況にあるため、事務職員の配置を行うこと。 

 

６．小中学校における「教育相談員、スクールカウンセラー（ＳＣ）、

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）」等配置に係る財政支援措置

について 

教育相談員に関しては、現在、県においては、対策が図られているものの、高度

な資格が必要とされ、かつ、少ない人員配置のなかでの活動のため、ふれあう時間・

回数も限られ、相談を必要とする児童・生徒の多くが心を開いて相談できるまでの

信頼関係を構築することは困難な状況であり、各市においては、高度な資格を要し

ない相談窓口として「心のケア教育相談員」等を単独事業として配置している。 
ＳＣ、ＳＳＷに関しては、現在、県の派遣事業を活用し、不登校対策等において

大きな成果をあげている。市町によってはこのような資格を有する人材の確保が難

しい状況にあり、県のＳＣ、ＳＳＷの派遣事業を拡張し、配置を増員すること。 
また、県において策定された、いじめ防止基本方針では、いじめの防止の対策に

専門的知識を有する者の確保のため、必要な措置を講ずることが盛り込まれた。 
県においては、こうした現状に応じた財政支援措置を講じること。 

（資料 10-2 参照） 

 

７．学校栄養職員・栄養教諭の配置について 

栄養教諭及び学校栄養職員の配置基準は給食管理を主眼としているが、食育指導

や食物アレルギーへの対応を推進するため、配置の基となっている業務の考え方を

見直す必要があることから、県においては、食育指導等の推進のための配置拡充に

ついて、国に強く要望すること。また、加配等による増員について県独自の対策を

継続し、更に拡充すること。 
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８.学校図書館充実のための司書教諭の配置について 

  図書館教育をはじめとする読書に関わる教育の充実のために、主に学校図書館の

経営及び指導面を担当し、学校図書館の機能を活用する学習指導、読書指導、情報

活用能力の育成指導等を支援する司書教諭の配置は不可欠である。 

ついては、学校図書館法（昭和２８年法律第１８５号）附則第２項及び学校図書

館法附則第２項の学校の規模を定める政令（平成９年政令第１８９号）の規定によ

り、１２学級以上の全ての学校に司書教諭の資格を持つ教諭を配置されたところだ

が、１２学級未満のすべての小・中学校においても司書教諭の配置を行うこと。 

   （資料 10-3 参照） 

 

９. ＩＣＴ教育環境整備に係る教職員に対する研修の充実とＩＣＴ支援

員配置のための支援について 

各自治体において学校のＩＣＴ教育環境整備を推進しているところであるが、Ｉ

ＣＴを効果的に活用するためには、機器の導入のみならず教職員のスキルアップが

必要不可欠である。 

そこで、県においては、引き続き教職員のＩＣＴ教育に関する研修をより一層充

実させるとともに、ＩＣＴ教育支援を全県的に取り組むため、熱意のあるＩＣＴ支

援員を育成し、その配置のための財政支援を国へ働きかけるなどにより、学校にお

けるＩＣＴ教育環境の充実を図ること。 

（資料 10-4 参照） 

 

１０.長崎県中学校体育連盟及び長崎県中学校文化連盟への財政支援に

ついて 

（１）長崎県中学校体育連盟への県の補助金については平成２０年度に減額された後、 

従前の水準まで回復していない状況である。長崎県中学校体育連盟の財政運営の厳

しさを鑑み、平成２２年度の郡市分担金については増額したところであり、更に平

成２８年度からは、県大会参加費も求められることとなった。中学生の健全な育成

のためには、県と市が連携して推進すべきものであることから、県においては、長

崎県中学校体育連盟への補助金を増額すること。 

（資料 10-5 参照） 

 

（２）長崎県中学校文化連盟が更に充実・発展するためには十分な助成が必要である。

長崎県中学校総合文化祭の充実及び活性化を図るため、全国中学校総合文化祭の成

果等を踏まえ、更なる発展に努めるとともに、県代表として九州大会・全国大会に

出場する際の実費補助のため、県においては引き続き十分な財政的支援を行うこと。 

（資料 10-6 参照） 
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１１. 特別支援学級編制基準の緩和について 

 特別支援学級に在籍する児童生徒は年々増加しており、また、障害の多様化も

進んでいることから、教員１人で指導・対応を行うことは困難な状況にある。 

 ついては、児童生徒個々の状態に応じたきめ細かな指導・対応を行うため、現

在８人で１学級となっている特別支援学級の編制基準を、６人以下の少人数学級

編成で、実態に応じた弾力的な学級編成ができるよう見直しを行うこと。 

 

１２. 統合型校務支援システムの導入について 

 教職員の業務改善のため、県内の公立小中学校において統合型校務支援システ

ムの共同利用の促進が図られるよう、国における実証研究事業の効果

について、各市町に対して積極的な情報提供を行うこと。 

 また、導入及び運用に係る経費に対して財政支援措置を講じるとともに、国に

も財政支援措置を講じるよう働きかけること。 

 

１３.中学校教頭の教科別現員数の定数外としての配置について 

 文部科学省より「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」が

策定され、超過勤務の上限の目安時間として１か月で４５時間、１年間で３６０

時間を超えないように示された。 

長崎県内２１市町においても、超過勤務の縮減に向け取り組んでいるところで

あるが、教頭の超過勤務が課題となっている。 

ついては、超過勤務の改善及び教育全体の質の向上を図るため、教頭の配置を

教科別現員数の定数外とすること。 
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各市の指導主事配置状況 令和元年5月1日現在

市名 児童生徒数(人) 児童生徒数（人） 計 指導主事数（人）

小学校 69 18,975

中学校 40 8,659 27,634 33

小学校 44 13,615

中学校 24 6,166

義務教育学校 2 52 19,833 32

小学校 9 2,330

中学校 5 1,047 3,377 8

小学校 28 7,513

中学校 14 3,458 10,971 12

小学校 15 6,261

中学校 6 2,931 9,192 11

小学校 15 1,482

中学校 9 743 2,225 6

小学校 9 1,209

中学校 7 580 1,789 5

小学校 19 1,507

中学校 13 742 2,249 7

小学校 18 1,457

中学校 4 759 2,216 6

小学校 14 1,611

中学校 11 866 2,477 8

小学校 13 1,261

中学校 6 569 1,830 6

小学校 18 2,145

中学校 7 1,058 3,203 5

小学校 17 2,113

中学校 8 1,130 3,243 7

小学校 288 61,479

中学校 132 22,594 84,073 146

五島市

西海市

雲仙市

南島原市

計

諫早市

大村市

平戸市

松浦市

対馬市

壱岐市

佐世保市

島原市

学校数（校)

派遣指導主事の配置について

長崎市

資料10-1
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※人数欄の（　）内の数字は県派遣の数字 令和元年5月1日現在

市名 区分 職種 人数 勤務内容等 配置開始年度 備  考

カウンセラー
派遣

非常勤
特別職

－
（60回）

希望校に対し事案に応じた人材を市教委が人選。3
時間/回程度。（問題行動等の対応のための児童生
徒、保護者、学校への相談業務、いじめ調査）

H16
県配置SC配置校以外への派遣、い
じめ調査のため派遣

学校相談員
非常勤
特別職

20
（21校）

１日4時間、週2～3日勤務、中学校21校に20人(1名
が2校の学校相談員を兼務）を配置。（問題行動等の
未然防止を目的とした相談業務）

H16
（Ｈ10～15国
の事業として

配置）

H21～H30　中22校
R01中21校

学校サポー
ター

非常勤職員
-

（63校）

1日2時間、週3日程度、年間105日
全小学校配置予定
（児童の学習支援や教育活動の支援、相談活動等）

H16

H21　小38校　　H27　小60校
H22　小38校　　H28　小58校
H23　小38校　　H29　小58校
H24　小48校　　H30  小54校(5月末現在)

H25　小63校　　R01　小63校(5月末現在)

H26　小62校

スクールソー
シャルワー
カー

嘱託員 8（0）
1日6時間、週5日勤務、教育研究所に8人配置。（問
題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ、
関係機関とのネットワークの構築）

H23
平成27年度から長崎市雇用が８人体
制となる。

スクール
カウンセラー

非常勤
特別職

0（35）
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。各小中学校に配置。

H7

H28　小17校　中34校
H29　小26校　中34校
H30　小28校　中34校
R01　小31校　中34校

心の教室相
談員

非常勤職員 21 1日半日程度、年間100日 H10 教育委員会からの委嘱

スクールソー
シャルワー
カー

臨時職員 4

1日7時間、週3日勤務、青少年教育センターに配置。
問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け、関
係機関等とのネットワークの構築、連携・調整、学校内に
おける組織体制の構築、支援

H22

H22　1名　　H26　2名　　H30　4名
H23　2名　　H27　2名　　H31　4名
H24　2名　　H28　3名
H25　2名　　H29　3名

教育相談員 非常勤職員
-

（120回）

県配置SCがカバーできない学校を中心に派遣。2時
間/回程度。教育相談、カウンセリング、講演会、
ワークショップ、事例研究会など

H13

青少年教育
センター教育
相談員

常勤嘱託職員 3
1日7時間45分勤務。青少年教育センターにおける教
育相談を担当。学校適応指導教室通級生に対する
個別支援も行う。

H4

適応指導教
室指導員

常勤嘱託職員 1
1日7時間45分勤務。学校適応指導教室通級生にお
ける担任業務を行う。

H13

適応指導教
室補助指導
員

臨時職員 2
月14日以内、1日5時間勤務。学校適応指導教室に
おける学習支援や体験活動の補助指導を行う。

H27

メンタルフレン
ド

ボランテイア 13
引きこもりの児童生徒の家庭へ大学生等を派遣し、
会話などを通して関係を築いていき、学校復帰や社
会的自立につなげる。1回2時間の派遣。

H13

スクール
カウンセラー

非常勤職員 0（19）
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。各小中学校に配置。

H9

心の教室相
談員

臨時職員 5
全中学校に配置。第一、第二、有明中；1日5時間の
週4日。第三、三会中；1日4時間の週2日

H10 　

スクール
カウンセラー

県配置職員 0(7)

不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。全中学校・関係小学校に配置。
全中学校に1日6時間の35週
2つの小学校に１日3時間の35週

H24

スクールソー
シャルワー
カー

県配置職員 0(1)
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。学校教育課に配置。
1日6時間の35週

H27

適応指導教
室相談員

臨時職員 2
学校に行けない児童生徒に対し学校復帰を援助す
る。
1日6時間の週5日を基本。

H8

心のケア相
談員

嘱託員 13
週3日程度、概ね年間100日
全小学校(28）に兼務で配置

H14

心の教室相
談員

嘱託員 7
週3日程度、概ね年間100日
全中学校(14）に兼務で配置

H10

少年相談員 嘱託員 5
1日7.5時間、週4日勤務
諫早少年センターに配置し、相談業務等に応じてい
る。

H6

嘱託員2名は不登校児童生徒の学習
や体験活動に指導にあたっている。
他3名は訪問相談等の地域巡回を
行っている。

スクール
カウンセラー

県非常勤
職員

0（13）
4小学校、10中学校に配置し、教育相談、カウンセリ
ング等を行う。

H14
県配置（小学校は19年度、中学校は
14年度から）

スクールソー
シャルワー
カー

県非常勤
職員

0（1）
1日7時間、週2日勤務
諫早市少年センターに配置し、教育相談、関係機関
との連絡調整等を行う。

H23 県配置

佐世保市

島原市

諫早市

児童生徒や保護者が悩みなどを気
軽に相談できるための配置

小中学校における「教育相談員等」配置に係る財政支援措置について　　　

長崎市

資料10-2
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※人数欄の（　）内の数字は県派遣の数字 令和元年5月1日現在

市名 区分 職種 人数 勤務内容等 配置開始年度 備  考

心の教室相
談員

パート職員 19
1日5時間、年間約200日勤務。（悩みを持つ児童生
徒の、相談相手や話し相手となる）

H21
H21～H23はふるさと雇用再生事業
の補助事業として21名雇用

スクールソー
シャルワー
カー

パート職員
及び　県配

置職員
3（1）

問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛
け、関係機関等とのネットワークの構築等。
学校教育課へ配置。

H15

教育相談員 パート職員 1
1日7.5時間、年間約200日勤務。（市雇用のＳＳＷと
連携し、不登校緊急支援チームにおいて関係機関と
の連絡・調整を図る役割を担う）

H28

スクール
カウンセラー

県配置職員 0（14）
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。各小中学校に配置。

H9

適応指導教
室長

パート職員 1
1日6時間、週5日勤務。（学校に行けない児童生徒
に集団生活や学習を指導する）

H29

適応指導教
室補助指導
員

パート職員 3
1日6時間、年間約200日勤務。（学校に行けない児
童生徒に集団生活や学習を指導する）

H9

適応指導教
室指導員

非常勤職員 2
雇用期間は年間
勤務は週30時間（1日6h×5日）
報酬は月額

H11
R元年度のみ、2名のうち1名はパート
職員を雇用している。

スクールソー
シャルワー
カー

県配置
非常勤職員

0（1）
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。拠点校2校に曜日別に配置。

H24

スクール
カウンセラー

県配置
非常勤職員

0（4）
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。各小中学校に配置。

H17

適応指導教
室指導員

非常勤講師 2

1日7時間30分、報酬は月額
平成19年に開設、市費で1名
平成21年から緊急雇用で1名（平成 22年度から緊急
雇用分も市費で雇用）

H19

スクールソー
シャルワー
カー

県配置職員 0（1）
週3日（1日6時間）の勤務で、１日に市内中学校2校
に勤務している。必要に応じて市教委勤務としてい
る。

H20

松浦市ス
クールカウン
セラー

非常勤 1（4）
市雇用のスクールカウンセラーを市教委に配置（年
間35週、210時間、1日6時間）している。県配置のＳＣ
がカバーできない学校を中心に勤務している。

H26

教育相談員 臨時 4
年間175日以内、1日の勤務時間6時間程度
（中学校4校に配置）

H17
児童生徒の学業や友人関係等の悩
みに対する相談活動など

介助員 臨時 50
年間175日以内、1日の勤務時間6時間程度
（小学校17校、中学校6校に配置）

H17

教育上特別な配慮を要する児童生
徒に対する身辺処理、移動等の介
助、学習支援、健康管理、安全の確
保等を行う。

スクールソー
シャルワー
カー

非常勤職員 0(1)
1日6時間、週3日、年間35週を基本
拠点校の中学校1校に配置

H25

問題をかかえる児童生徒が置かれた環境へ
の働きかけ、学校内における組織体制の構
築・支援、関係機関等とのネットワークの構
築、連携・調整等

スクール
カウンセラー

非常勤職員 0(3)
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。中学校4校に兼務で配置。

H19

児童生徒へのカウンセリング、児童生徒の心の問
題等への対応に関する保護者への支援、児童生
徒の心の問題等への対応に関する教職員への助
言

心の教室相
談員

非常勤職員 4 １日5時間程度、年間100日（3校）、150日（1校） H18 中学校4校

スクールソー
シャルワー
カー

県配置職員 0（2）

週3日、1日6時間程度、年間35週を基本。
いじめ、不登校対策等として、教育相談、カウンセリ
ング等を行う。学校教育課に配置。人件費（県費）以
外の経費。

H27

適応指導教
室指導員

臨時職員
2（0）

1日4時間、週5日勤務、不登校の児童・生徒に対して
市の施設で「太陽」を開室。学校復帰に向けての社
会適応と学習指導を行う。

H29

学校適応支
援員

期間業務員 1
週4日、1日7時間45分、年間200日を。他校に要請が
あった学校へ週1日、1～2校に派遣できる。悩みを抱
える生徒の相談に応じ、心の負担軽減を図る。

H29
Ｈ29から学校適応支援員へ名称と配
置要領を変更

スクール
カウンセラー

非常勤職員 0（7）
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。小学校3校、中学校7校に配置。

H13
小学校1校、中学校1校は高校のエリ
ア校配置による

スクールソー
シャルワー
カー

非常勤職員 0(1)
1日6時間、週3日勤務、学校教育課に配置。問題を
抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ、関
係機関とのネットワークの構築等

H20 　

適応指導教
室指導員

嘱託員 2
1日5時間45分、週5日勤務、市の施設に開設した「た
けのこ」において、学校不適応(不登校)児童生徒を
受け入れ、指導自立促進を図る。

H22

大村市

松浦市

対馬市

五島市

壱岐市

平戸市
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※人数欄の（　）内の数字は県派遣の数字 令和元年5月1日現在

市名 区分 職種 人数 勤務内容等 配置開始年度 備  考

心の教室相
談員

非常勤職員 2

生徒の悩み相談や話し相手、必要により家庭訪問を
実施して、学校における教育相談を行う。
1日4時間、年間195日程度、離島を除く全中学校に
配置

H17
H22～H23  中6校
H24  　　　　中5校
H25～H31  中4校

適応指導教
室指導員

非常勤職員 1
不登校の児童・生徒に対して、個々の実態に応じた
社会生活適応指導及び学習指導を行う。
1日6時間、週5日

H19

スクールソー
シャルワー
カー

非常勤職員 1(1)
問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きか
け、関係機関とのネットワークの構築、連携及び調整
等

H25

H21～H24県配置
H25.5～H26 １名雇用
H27～県配置
H30～ 市雇用１名

スクール
カウンセラー

非常勤職員 0(4)
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。小・中学校8校に配置。（内1校はエリア校）

H18

スクールサ
ポーター

嘱託 28
1日5.5時間、年間210日を上限とし、全小中学校に配
置。（複数配置は小学校2校、中学校1校）学習活動
支援、教育相談活動等の職務と兼務。

小学校：H18
中学校：H19

　

訪問指導員 嘱託 1
不登校対策として、訪問指導や相談活動など直接的
な支援活動を行う。

H22

スクールソー
シャルワー
カー

非常勤 0（1）
問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きか
け、関係機関とのネットワークの構築、連携及び調整
等

H25

スクールカウ
ンセラー

非常勤 0（6）
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。各小中学校に配置。

H17

心の教室相
談員

臨時職員 20

児童生徒が抱える悩みや不安等の相談にあたり、児
童生徒のストレスを和らげる。
小学校4人、中学校8人、通級型心の教室「つばさ」8
人
週4日・4時間勤務。ただし、「つばさ」は週5日勤務

H18

スクールソー
シャルワー
カー

県配置職員 0（1）
問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛
け、関係機関等とのネットワークの構築等。

H27

スクール
カウンセラー

県配置職員 0（6）
不登校対策として、教育相談、カウンセリング等を行
う。中学校7校、小学校12校配置。

H18

南島原市

雲仙市

西海市
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市費による学校図書館への司書、図書支援員等の配置状況

市名 区分 職種 人数（人） 配置開始年度 備考

長崎市
学校図書館
司書

嘱託員 43 H21

H21・22…4人
H23…18人
H24・25・26…36人
H27・28・29・30…43人
R01…43人

佐世保市 司書 臨時職員 23 H17

島原市 学校司書 臨時職員 14
H21：9人
H22：5人

諫早市
学校図書館
運営支援員

臨時職員 42

H20～
学校司書4人
H24.9～
学校図書館運営支援
員42人

大村市 学校司書 パート職員 15 H24

平戸市
学校図書館
支援員

パート職員 5 H21

松浦市
学校図書支
援員

嘱託職員 3 H26年7月～

対馬市
学校図書館
支援員

パート職員 17 H25

壱岐市 学校司書 臨時職員 4 H25
H25…2人
H26～29…3人
H30…4人

五島市
学校図書館
支援員

期間業務員 4 H25

西海市
司書
図書補助員

非常勤職員 9
H21司書
H23図書補助員

雲仙市 図書支援員 嘱託職員
（ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ）

28
小学校：H18
中学校：H19

南島原市 0 本市の市立図書館職員を週に1度、学校等所管へ派遣

勤務時間は、【司書資格有】週24時間程
度、月98時間以内、【司書資格無】週27
時間程度、月111時間以内とし、年間勤
務日数は、200日を上限とする。
小学校3校、中学校1校をベース校とし、
他の学校からの依頼によって訪問し、サ
ポート等を行う。

司書（4人）は1日6時間、週5日勤務、中
学校4校に配置（内1人は小学校兼務）
図書補助員（5人）は1日4時間、週5日勤
務、小学校10校に配置（1人につき2校
担当）

1日5.5時間、年間210日を上限とし、全
小中学校に配置。（複数配置は小学校2
校、中学校1校）学習活動支援、教育相
談活動等の職務と兼務。

全小・中学校42校に配置
・1日3時間、週4日勤務

1日5時間、年間約200日勤務（課業日の
み）、全小中学校に配置（うち6名は複数
校に配置）。

週29時間勤務、5校を拠点校として全小
中学校に配置（巡回）

年間200日間（1日7時間30分）、各学校
を週1回程度巡回して勤務

市内小・中学校31校に配置
1日4時間、年間200日勤務
1人あたり2校勤務（100日×2校）

1日7.75時間　月14日程度　小・中学
校22校を巡回（1人4～6校）

令和元年5月1日現在

勤務内容等

1日4時間45分週5日勤務、原則2校に1
人、合計43人配置

学校図書館充実のための財政支援措置について

1日6時間、週3日勤務、小学校は21年
度、中学校は22年度に全校に配置

１日7時間、週5日勤務、小学校43校、中
学校24校、義務教育学校1校に配置
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（単位：千円）

年度 全国・九州派遣費 県中総体開催費 離島派遣費 事務局運営費 合　　計

Ｓ52 2,000                 1,000                 1,200                 300                   4,500                 

53 2,000                 1,000                 2,420                 285                   5,705                 

54 2,000                 1,000                 2,884                 300                   6,184                 

55 3,000                 1,000                 2,884                 300                   7,184                 

56 3,000                 1,000                 3,809                 300                   8,109                 

57 3,000                 1,000                 4,200                 285                   8,485                 

58 3,000                 1,000                 4,715                 270                   8,985                 

59 3,000                 1,000                 5,030                 270                   9,300                 

60 2,700                 900                   5,334                 240                   9,174                 

61 3,318                 1,200                 5,382                 -                       9,900                 

62 2,700                 1,200                 5,400                 -                       9,300                 

63 2,700                 1,200                 5,400                 -                       9,300                 

Ｈ元 2,700                 1,300                 5,400                 -                       9,400                 

2 2,700                 1,300                 5,400                 -                       9,400                 

3 2,700                 1,300                 5,400                 -                       9,400                 

4 2,700                 1,300                 5,400                 -                       9,400                 

5 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

6 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

7 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

8 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

9 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

10 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

11 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

12 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

13 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

14 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

15 2,700                 1,300                 6,880                 -                       10,880               

16 2,200                 1,100                 6,880                 -                       10,180               

17 2,200                 1,100                 6,880                 -                       10,180               

18 2,200                 1,100                 6,880                 -                       10,180               

19 2,200                 1,100                 6,880                 -                       10,180               

20 1,980                 990                   6,192                 -                       9,162                 

21 1,980                 990                   6,192                 -                       9,162                 

22 1,980                 1,100                 6,192                 -                       9,272                 

23 1,980                 1,100                 6,192                 -                       9,272                 

24 2,280                 1,100                 6,192                 -                       9,572                 

25 2,280                 1,100                 6,192                 -                       9,572                 

26 2,280                 1,100                 6,192                 -                       9,572                 

27 2,052                 990                   6,192                 -                       9,234                 

28 2,052                 990                   6,192                 -                       9,234                 

29 2,052                 990                   6,192                 -                       9,234                 

30 2,052                 990                   6,192                 -                       9,234                 

Ｒ元 2,052                 990                   6,192                 -                       9,234                 

長崎県中学校体育連盟に対する県補助金の推移
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（単位：千円）

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 Ｒ元

長崎県中学校総合文化祭
開催費補助事業

1,000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 900

長崎県中学校総合文化祭
離島地区中学校参加費補
助事業

800 720 720 720 720 720 720 742 742 742 742 0 742

全国中学校総合文化祭派
遣費補助事業

1,000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 900

長崎県中学校文化活動推
進校指定事業

1,350 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,515 1,515 1,515 1,515 1,515 1,515

全国中学校総合文化祭長
崎大会開催事業補助金

4,332

合　　　計 4,150 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 3,735 4,057 4,057 4,057 4,057 5,847 4,057

長崎県中学校文化連盟に対する県補助金の推移

※H30年度の長崎県中学校総合文化祭関連補助金及び全国中学校総合文化祭派遣費補助金については、全国中学校総合文化祭
長崎大会開催事業補助金として交付されている。
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